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令和 5 年 6 月にެ表された政府税੍ௐࠪ会申「わが国税੍の現
状と課題ᴷ令和時代の構変化と税੍のあり方ᴷ」は，各機関で
の税੍改正の議にも大きな影響をもたらした。
本申は，時代や経済構の変化を౿まえたわが国税੍のあり方
についての検౼の出発点として，税੍全般を再点検し，様々な社
会的課題をแׅ的に整理することで，経済社会を८る状況と今後
の「あるべき税੍」について，国民の一人ひとりが関心を持ち，
理解し，議に主体的に参画する助けとなることを目指したもの
であり，平қなจষで，ે税ࠜ拠，ે税֓ともいえる内容に
ついてஸೡな解説が行われている点や，ެ平・中立・؆ૉという
ે税ࡾ原ଇに加え，ે税の十分性という財政規の重要性につい
てड़べている点が特徴となっている。また，E#1Mの重要性など，
これまでの税੍改正の効果検証について振り返りをٻめる点も
目される。
そこで，本申を実務家の視点からಡみ解くとともに，本申で
検౼の必要性が強ௐされ，新体੍となった政府税੍ௐࠪ会におい
ても重要߲目として継続৹議されている 3 ߲目を取り上げ，その
ポイントを紹介しつつ，必要にԠじて評価・検౼を行っていた
だいた。



ZEIKEN-2025.3（No.240）26

に認められている。申ࠂの場合には，੨৭申
び各छのٴ与څআ，੨৭事業専従者߇特別ࠂ
軽減のા置（引当金，準備金，特別ঈ٫な
ど）の適用が認められていることに加え，ߋ
正や不申立ての手続面においてもന৭申ࠂ
に比べて有利な取扱いが認められることなど
の優۰ા置がߨじられている。

� ɽ੨৭ਃࠂಛผ߇আͱిࢠாอଘ
　੨৭申ࠂ特別߇আについては，正規のه
でهாした場合に55万ԁ，؆қな方法でهா
した場合（所得300万ԁ以下は現金主義も可）
に10万ԁの特別の所得߇আを行うものであ
る。平成30年度税੍改正において，取引を正
規のهの原ଇに従ってه録している者に係
る੨৭申ࠂ特別߇আの߇আֹを55万ԁ（改正
前ɿ65万ԁ）に引き下げる一方，ᶃ電子ா
保存とᶄ電子情報処理組織（eôTBYɿ国税電
子申ࠂ・ೲ税システム）による電子申ࠂのい
ずれかの要݅をຬたした場合に߇আֹを10万
ԁ上乗せし，65万ԁの߇আを認めることとさ
れた。しかし，このા置による電子ா保存
の推進はほ΅なかったと断言できる。思うに，
電子ா保存の利便性を説明した税理士はわ
ずかであり，「電子ா保存をしなくてもɺ
eôTBYで申ࠂすれば引き続き65万ԁの߇আが
できる」ࢫの説明で一段མした事例が大半で
あろう。本申も「もとにおいてはɺ正規

͡Ίʹ

　実務家である税理士の視点で「わが国税੍
の現状と課題ᴷ令和時代の構変化と税੍の
あり方ᴷ」（税੍ௐࠪ会，令和 5 年 6 月）（以
下「本申」という。）を再ಡした。再ಡに
際しては，日本税理士会連合会（以下「日税
連」という。）の提言を紹介しつつ，ؾ
いた߲目を本ߘにまとめることとした。

ᶗ ੨৭ਃࠂͱ
ਖ਼نͷهͷ原ଇ

　本申の中で税理士として最大の関心事は
「ೲ税環境の整備」であり，その中核にある
のが「੨৭申ࠂ」である。੨৭申ࠂと正規の
هの原ଇは，ݹくて新しい問題である。な
お，本申には「੨৭申ࠂ」のจ言は16回登
場し，重要なキーϫードとなっている。

� ɽ੨৭ਃ੍ࠂの֓ཁ
　੨৭申੍ࠂ度は，申ࠂೲ税੍度の下でா
ॻྨに取引をهாする慣行を定ணさせるため
にシャウプࠂקを受けたত和25年度税੍改正
において創設された。個人所得税における੨
৭申ࠂは不動産所得，事業所得ٴび山ྛ所得

特集 1࣮Ո͕ಡΉʮΘ͕ࠃ
੫੍ͷݱঢ়ͱ՝ʯ
上西左大信◉税理士
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によるeôTBYに事務負担をほとんど感じてい
ない。また，令和 7 年度税੍改正により，申
，事߲についてࡌهに際しての添ॻ面ࠂ
モノトーンでのイメージデータが認められる
ことのほか，フΝイル形式に+1E(が加さ
れた。ೲ税環境は整備されつつあるので，
eôTBYを一層推進する機会とすべきである。
ʢ�ʣ༏ྑͳిࢠாのීٴɾҰൠԽ
　優良な電子ாの普ٴ・一般化について，
正規のهの原ଇに従って手ॻでهாしてい
る事業者は，法人であっても個人であっても，
電子化は実に容қである。この点に関して，
電子化の推進に関して私の直面したࡾ大ハー
ドルは，ᶃ加的なඅ用への心配，ᶄૢ作が
できるかどうかの不҆ٴびᶅ「今の手ॻのま
まで適切にهாしている」という経理担当者
の自負（場合によっては，当֘担当者の自ݾ
防Ӵ本能）である。
　財務ソフトは実に҆価になっており，画面
回りのૢ作性（ユーザーインターフェース）
は格段に向上している。本申が指ఠするよ
うに，「クラウド会計ソフトの発達にいɺ
小規模な事業者であっても大きな手間やඅ用
をかけずに日々の取引に関するه録の保存や
の原ଇに従って行うことがهாを正規のه
可能な環境が整備」（246ϖージ）されている。
したがって，画面を示しながらのૢ作説明
をすれば，上هᶃとᶄの߲目に関する経営者
の理解とೲ得は容қに得ることができる。本
当に困難なのは，上هᶅの経理担当者の߅
であるが，情理をਚくして説得し続けるとい
うのがえである。
　ところで，財務ソフトでの電子化は正規の
هの原ଇに従ったهாにならざるを得ない
し，いったん電子化すれば，その利便性から
手ॻهாに後りできないものである。優良
な電子ாの普ٴの観点から，期限きで税
務上の「異例のԸయ」があってもよいのでは
なかろうか。

のهの原ଇに従ったهாを行っている個人
事業主は約 3 割にとどまるほかɺ上乗せの੨
৭申ࠂ特別߇আを適用しているೲ税者の大फ
はɺeôTBYによる電子申ࠂの要݅をຬたした
者となっています。」（本申99ϖージ。以下，
単にϖージ数をࡌهする。）と指ఠしている。

� ɽվਖ਼のํੑ
ʢ�ʣຊਃのࢦఠ
　本申は「事業者における経営基盤の構ங
と؆便かつ適正な申ࠂ・ೲ税の॥環を生み
出すことができるようɺߋなる申ࠂの؆便化
など税務手続きのデジタル化を推進するとと
もにɺ੨৭申ࠂ特別߇আの੍度のあり方も
検౼していくことがٻめられます。」（120ϖー
ジ）とか，「税務上のಁ明性確保とԸయ適用
のバランスを含めɺeôTBYの普ٴ状況も౿ま
えた੨৭申੍ࠂ度の見直しを含む個人事業者
のهாਫ準の向上やɺ優良な電子ாの普ٴ・
一般化のためのા置などについて検౼するこ
とが必要です。」（248ϖージ）と改正の方向
性を示している。税理士目ઢで言えば，具体
的な改正は࣍の（2）ٴび（3）の内容であるべき
と考える。
ʢ�ʣ੨৭ਃࠂಛผ߇আͱFô5BY
　まず，65万ԁの੨৭申ࠂ特別߇আについて
は，上ه 2 ɽにࡌهした要݅である「ᶃ電子
ா保存ຢはᶄeôTBY」を「ᶃ電子ா保存
かつᶄeôTBY」とすることにਚきると考える。
これにより，「税理士がeôTBYで申ࠂしてく
れるからɺ電子ா保存は後回しでよい。」
と考えているೲ税者に電子ா保存の利便性
を認識してもらう基Ҽとなる。
に，デジタル化の一層の推進の観点から࣍　
は，他の੨৭申ࠂ特別߇আ（10万ԁٴび55万
ԁ）についてもeôTBYを前提にすることを検
౼すべきである。心理的なものを含めた事務
負担は，電子ாよりもeôTBYの方がハード
ルは૬当に低い。若年世代はスマートフォン
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　なお，最ۙの財務ソフトはパターン入力や
イメージ入力により，ه（仕༁）を知ら
なくてもૢ作・入力できるものも多い。また，
金༥機関の口࠲情報との連携も容қとなって
いる。将来的にはϖポルシステムによる電子
インボイスの普ٴにより，財務ソフトへの

「データの流し込み」も通例となるであろう。
地道なه教育も大切であるが，適切な財務
ソフトの導入推進の方が早いのではなかろう
か。

ᶘ গࢠԽରࡦ

� ɽຊਃのࢦఠ
　本申は，「少子化」に係る要Ҽٴび現状
分ੳを詳ࡉに紹介しているが，具体的な施策
については，社会保ো財源などの財政面での
。ड़が中心となっているه

� ɽ੫࿈のఏݴ
　日税連の税੍৹議会は，令和 5 年度申「少
子化社会における税੍のあり方について」（令
和 6 年 3 月25日）において，「少子化の要Ҽ
は様々であるがɺ最大の要Ҽはɺ結 ・ࠗ出産・
子育てに対する経済的負担の重さにある。し
たがってɺ税੍においても現役世代の可処分
所得を増やす施策が最も有効であるというの
がɺ当৹議会の基本的な考え方である。こう
した視点での少子化対策であればɺ結ࠗや出
産に対する個人の自༝意思にٴ΅す影響はۃ
めて小さいうえにɺ結ࠗや出産をر望する者
への直接的な支援につながると考える。」と
して，対策の方向性について考えを示した。
　少子化の要Ҽは多様であるが，国立社会保
ো・人口問題研究所が令和 3 年 6 月に実施し
た「第16回出生動向基本ௐࠪ」によると，「
්が理想とする数の子どもを持たない理༝」
としては，「子育てや教育にお金がかかりす

͗るから」が52.6％と最多となっている。そ
うであるならば，結ࠗ，出産ٴび子育てを᪳
せざるを得ない状況を改ળするしかない。
日税連の上ه申は，やや強引な߲目も含ま
れているが，具体的な施策として，ᶃ世ଳ単
位課税の現役子育て世代への選択的導入の検
౼，ᶄ年少ැཆ߇আの復活，ᶅब業ௐ整問題
への対Ԡとして配ۮ者߇আٴび配ۮ者特別߇
আの廃止ฒびに社会保険੍度における被保険
者の範囲の見直し，ᶆୗࣇ施設の設置අ用
の税ֹ߇আ，ᶇ上げ税੍の中・長期的੍度
化を掲げている。

ᶙ ͷ৽代ँۀ࢈

� ɽຊਃのࢦఠ
　本申は，日本経済の生産性の低いことや
ॾ外国と比較して開廃業率が低いことを指ఠ
している。「経済構がط存企業・産業の存
続や長期間の雇用を前提としたものとなって
おりɺ産業における新代ँが活発でないこ
とと関係していると指ఠされることもありま
す。」（57ϖージ）と৻重なॻきͿりにとどめ
た上で，「そうしたこともあってɺ人的資源
や資金がɺ生産性の高い企業にҠ動せずに生
産性の低い企業にཹしてしまっているので
はないかと考えられます。」（同ϖージ）とه
。しているࡌ

� ɽ੫࿈のఏݴ
　日税連の税੍৹議会は，令和 4 年度申「起
業をଅ進する小規模企業に係る税੍のあり
方について」（令和 4 年12月16日）において，
さまざまな法੍度を整備して起業をଅ進し，
開業率を高めることが必要であるࢫの提言を
行っている（廃業や産法੍に関する事߲に
ついては言ٴしていない。）。
　スタートアップに対する支援税੍として，
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ᶃ起業直後の経営を支援するため，所得税や
法人税などについて起業後 3 ʙ 5 年程度の期
間に限り軽減ા置をߨずること，ᶄ起業直後
の個人の事業の損ࣦについて，適正なهாを
要݅として法人の取扱いと平ပを合わせるた
め10年程度の繰越߇আを認めること，ᶅ起業
に係る設備資に関して，ଈ時ঈ٫を含む特
別ঈ٫を認めることを提言した。また，人
࿅අ܇への資として「一定ֹ以上の教育ࡐ
を支出した法人についてはɺ所得֦大ଅ進税
੍とは別の新たな税ֹ߇আ੍度を創設するこ
とが適当である。その際ɺ欠損法人への対Ԡ
策としてɺこれらの税ֹ߇আについても一定
期間の繰越߇আを認めるべきである。」（上ه
申 4 ϖージ）とも提言した。いずれも税理
士らしい内容であると自負している。なお，
後者については，令和 6 年度税੍改正におい
て，上げଅ進税੍の枠組の中で実現したこ
とをهしておく。

� ɽϝϦϋϦの͋るࡦࢪのඞཁੑ�
　令和 6 年൛の中小企業നॻによると，中小
企業は国内に336万4,891社あり，企業総数の
99.7�をめる。また，従業者数は3,309万
8,442人で全体の69.7�に上る。その中には，
第ೋ࣍世ք大戦後の日本経済の復興を徴し
たホンダやソニーとなるようなཛが存在した
り，「下町ロケット」のような企業群が存在
したりするかもしれない。しかし，本申は

「中小法人は大फ（ 6 割程度）がࣈでありɺ
その実態をよく見ۃめる必要があるととも
にɺ毎年度の法人所得に対する法人税に限ら
ずɺその株主に対する所得税や資産課税など
税体系全体の中で適切な負担をٻめることが
できているか確認していく必要があります。」

（205ϖージ）とややݫしく指ఠしている。
　中小企業全般に対する一定の支援ા置は引
き続き必要であるものの，成長する意ཉのあ
る中小企業やスタートアップ企業には，より

一層の税੍上のԸయを与すべきであると考
える。すなわち，人や物にੵۃ的な資をす
る企業への支援ા置である。また，税੍に加
えて，ੵۃ的な設備資や৬場環境の改ળに
係る補助金，助成金ٴびڅ金も同様に効果
的なものであると言えよう。与ౘの「令和 7
年度税੍改正大ߝ」（令和 6 年12月20日）には，
今後の法人税のあり方として「法人税率を引
き上げつつターήットをߜった政策対Ԡを実
施する」（上ه大ߝ 7 ϖージ）とࡌهされて
おり，その方向性を大迎したい。なお，令
和 7 年度税੍改正で実現する中小企業経営強
化税੍の#ྨ型の上乗せા置はそのయ型例
であると推察する。

ᶚ 税ͱ社会อݥྉ

� ɽຊਃのࢦఠ
　税と社会保険料の関係について，本申は
。している（10ϖージ）ࡌهのように࣍

（税と社会保険料）
　税と同様に，ެ的サービスの財源とし
て負担するものとして，社会保険料があ
ります。
　社会保険料は，加齢にうՔ得能力の
減ୀや࣬病といった国民生活の҆定を損
なう様々なリスクに対して，事前にඅ用

（保険料）を出し合って必要な場合に構
成員で助け合う仕組みである社会保険の
財源です。保険料の拠出と保険څが対
価的な関係にあり，保険料負担の見返り
にڅを受けるという点において，څ
のݖ利性が強いことが，税との大きなҧ
いと言えます。他方，社会保険料は，税
とฒんで，ެ的サービスの提供に係る国
民の負担のあり方をࠨӈするものである
ことから，税੍を検౼するに当たっては，
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社会保険料との関係も念಄に置く必要が
あります。

　本申中，「社会保険（料）」のจ言は，目
のՕ所に登場するだけである。本هと上࣍
申は「あるべき税੍」についての申である
以上は，社会保険料については補的な説明
にとどまることはやむを得ないし，当વであ
ろう。

� ɽࣾ会อ੍ݥ
　社会保険は，広義には，健康保険，ް生年
金保険，介ޢ保険，雇用保険ٴび࿑災保険の
5 छྨがあるが，前ࡾ者をڱ義の社会保険と
শし，後ೋ者を࿑働保険とশすることがある。
以下，一般的な事例において，社会保険に係
る手続は実にᘭであることを紹介しておき
たい（社会保険ݻ有の事߲に限る。また，従
業員の入社ٴびୀ社に係る事߲をআく。）。

ʤ社会保険に係る手続の֓要ʥ

◦ 7 月10日までに࿑働保険の年度ߋ新の
ಧ出ٴび࿑働保険料のೲ（第 1 期分。
なお第 2 期分ٴび第 3 期分はॱに10月
末ٴびཌ年 1 月末がೲ期限）ฒびに
社会保険のࢉ定基ૅಧ（定時決定）の
提出

◦10月には定時決定にう社会保険料߇
আの変ߋ（社内手続）

◦与支څの際には 5 日以内に与支
ಧの提出

◦被保険者の報ुがঢ߱څによりݻ定
的金が大෯に変動した場合（ 2 ڃ
以上の差が生じた場合一定の要݅を
ຬたしたとき）のਵ時改定はすみやか
に月ֹ変ߋಧの提出し，決定通知を基
ૅに社会保険料߇আを変ߋ（社内手続）

◦年齢に関するものとして，介ޢ保険料
の徴収開始（40歳౸達時），雇用保険料

の徴収ऴ （ྃ64歳౸達時），介ޢ保険料
の徴収ऴ （ྃ65歳౸達時），ް生年金保
険料の徴収ऴ （ྃ70歳౸達時）ٴび健康
保険料の徴収ऴ （ྃ75歳౸達時）がある。

� ɽ੫ͱࣾ会อݥྉのҰମऩ
　それぞれの੍度が創設されたझࢫや改定さ
れた理༝については当વに合理性が認められ
るものである。しかし，社会保険੍度の枠組
を超えて，「税と社会保険の一体改革」のจ
຺を֦大し，月څ࣍与や与と連動するもの
については，社会保険੍度そのものの一体化
を視野に入れて，「税と社会保険料の一体徴
収」を検౼してもよいのではなかろうか。社
会保険੍度は，徴収（入口），運用（トンネル）
（出口）のڅびٴ 3 つのフェーズがあると
考えられるところ，徴収に係る社会的コスト
は૬当なものとなっている。ྨࣅの੍度がซ
存していることから統一的な仕組とすること
にハードルがあることについては理解してい
るが，「税と社会保険料の一体徴収」が実現
すれば，事業所ٴび関連する役所（行政）に
おける事務の総和としての社会的コストを大
෯に削減することが可能である。
　また，企業が社会保険料の負担を回避する
ため個人事業の「法人成り」ではなく法人事
業の「個人成り」が行われている。個人事業
の場合には，原ଇとして従業員が 5 人以上の
場合に社会保険の加入が義務づけられるが，
従業員 5 人ະຬの場合は社会保険に加入する
義務はなく加入が任意となる（従業員は国民
健康保険と国民年金に加入することにな
る。）。こうした現は，企業を活性化しわが
国経済の発展を期するという政策から見れば
本末転である。残念なことであるが，多く
の税理士が૬ஊに乗っていることであろう

（ফඅ税の໔税੍度の૬ஊも同時に行われて
いるはずである。）。なお，ް生࿑働লが作成
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した「࿑働者を 1 人でも雇っている事業主は
࿑働保険（࿑災・雇用）に加入する義務があ
ります。」というポスターがある。「社会保険
料も社会を支えるための会අ」であることか
ら，ڱ義の社会保険についても加入の完全義
務化を検౼していただきたいものである。

ᶛ ҹࢴ税

� ɽຊਃに͓͚るҹࢴ੫のೝࣝͱޙࠓの՝


　各的な߲目であるが，電子化のจ຺でҹ
，税についてはࢴ税を検౼してみたい。ҹࢴ
ެ的にはほとんど議されてこなかった。日
税連も「平成28年度・税੍改正ݐ議ॻ」（平
成27年 6 月25日）を最後にݐ議߲目から外し
ている。理༝は，「ほとんど૬手にされなかっ
た」からである。その最後のݐ議ॻには，「IT
化の進展に合わせた税法全体の見直し」の中
で「จॻ課税を前提としているҹࢴ税につい
てもɺೲ税者の理解とೲ得が得られるようɺ
時代に合わせ早ٸに見直す必要がある。」と
，している。「徴税コスト」の҆い税でありࡌه
かつ，҆定的な税収߲目であることから，廃
止に向けた議のဲ上に乗りにくいことは承
知している。そのҹࢴ税について，本申は
合計 2 ϖージۙくのࢴ෯をもってじている

（148ϖージ他）。要約すると，࣍のようになる。

ᶃҹࢴ税はจॻの作成行ҝのഎ後に担税
力を見出して課税する税であり，٬観
的で؆ૉな仕組となっている。

ᶄ日本に特有のものではなく，ॾ外国に
おいても不動産のৡ契約ॻなど一定
のจॻ作成に際して税負担をٻめる੍
度が存在する。

ᶅ現行のҹࢴ税は電࣓的ه録には課され
ないことを౿まえれば，課税のެ平性

の観点から，電࣓的ه録にもҹࢴ税を
課税すべきではないか，といった考え
方もある。

　以下，電子化の観点で実務家の意見を申し
ड़べておく。

� ɽ࣮Ոのݟղ
　現在，課税物݅として20छྨのจॻが「ҹ
されているが，正直ࡌ税ֹの一ཡ表」に掲ࢴ
に言えば，税理士ٽかせの分野の一つである。
境քઢ上（グレーκーン）の事例が多く，実
に難解であり，確認のために所税務ॺに問
い合わせている税理士も多いのではなかろう
か。国税ிの「ҹࢴ税の手引」（令和 6 年 6 月）
の表現をआ用すると，課税จॻに֘当するか
どうかの断については，「จॻにࡌهされ
ている個々の内容について断」し（ҹࢴ税
法基本通達 3 ᶃ），「単にจॻの名শຢは呼শ
จ言によることなくɺࡌهびその形式的なٴ
そのࡌهจ言の実質的な意義に基づいて
断」し（同 3 ᶄ），他のจॻを引用している
จॻについては，「原ଇとして引用されてい
るจॻの内容はɺそのจॻにࡌهされている
ものとしてそのจॻのࡌه内容を断」する

（ҹࢴ税法別表第一の課税物݅表の適用に関
する通ଇ 4 ホ（ 2 ）（ 3 ），ҹࢴ税法基本通達
4 ）ことになっている。
　課税ி৬員が執චしている各税目の取扱い
の手引は「執ච者の個人的見解」と位置け
られているが，事実上のެ的見解であると一
般的に理解されている。その中のʰ令和 5 年
6 月改గçҹࢴ税取扱いの手引 （ɦ令和 5 年 6
月，ެ益財団法人ೲ税協会連合会）は，その
手引の最ऴ൪ϖージは768と大部のものと
なっており，その「はしがき」には「ۙ年に
おける社会経済構の変化にいましてɺ経
済取引が複ࡶ化・多様化しておりɺ作成され
るจॻの内容も複ࡶ多岐なものとなっており
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ます。」とある。これがެ的解説ॻの執ච者
の認識である。また，日本қ振興機構

（+ET30）のホームϖージを検ࡧしてみて
も，ҹࢴ税を導入している国は少なく，ӳ国
で地や不動産を購入する際の取引税（ҹࢴ
税）など数例しか見当たらず，同様の税が課
される場面は限定的であると言えよう。
　その時代の社会的要の中で生した個別
の税੍には，当વにण໋がある。本申のコ
ラム「ॾ外国におけるે税と民主主義の歴史」
には「アメリカではɺイギリスによる২民地
への課税ɺ特にあらΏる出൛物やトランプの
カードまでを課税対としたҹࢴ税への不ຬ
がཷまりɺ1775年のಠ立戦争へと発展してい
きました。」（ 6 ϖージ）とある。興味ਂかっ
たので，わが国のྨࣅの税੍をௐべてみた。
源は「ࠎ税法」（明治35年法第44߸）
であり，これによりՖࡳ，カルタ，ຑや
トランプが課税対とされていたところ，「ト
ランプྨ税法」（ত和32年法第173߸）に改
組され，平成元年 4 月 1 日に「ফඅ税法」（ত
和63年法第108߸）の施行と同時に廃止さ
れた。個別税੍には時代എܠを反өした役割
がある以上，社会的ण໋により廃止すべきも
のがあることは当વである。
　わが国におけるҹࢴ税は，明治 6 年に੍定
された「受取ॾ証จҹࢴష用心得方規ଇ」（明
治 6 年ଠ政官布ࠂ第56߸）に起源をもち，わ
が国の財政に寄与するために導入されたもの
であり，かつ，徴税コストの҆い税として大
きな役割を果たしてきたものと理解してい
る。しかし，「ҹࢴ税の負担を避けたいからɺ
手形取引を減らしたいしɺまたɺ電子契約に
Ҡ行したい。」というのが経営者の本Իであ
り，最ۙのݦஶな向である。社会全体で電
子化の流れが進んでいる中，その流れを્害
するような方向の議は適切ではないと主ு
したい。

͓ΘΓʹᴷएख税理士ͷ
ϝοセーδᴷ

　本申は，令和 3 年11月12日に岸田จ༤内
ֳ総理大臣から「人口減少・少子高齢化ɺ働
き方やライフコースの多様化ɺグローバル化
の進展ɺ経済のデジタル化の経済社会の構
変化を౿まえɺ成長と分配の॥環を実現
するとともにɺコロナ後の新しい社会を開拓
していくことをコンセプトとしてɺ新しい資
本主義を目指していく。こうした観点からɺ
持続的かつแઁ的な経済成長の実現と財政健
全化の達成を྆立させるためɺެ平かつ働き
方に中立的でɺ新たな時代の動きに適切に
対Ԡしたɺあるべき税੍の具体化に向けɺแ
ׅ的な৹議をٻめる。」とのࢾ問に対する詳
。な資料と෯広い提言であるࡉ
　そして，本申は，ࢾ問以߱の変化を指ఠ
した上で「本申はɺそうした変化を౿まえ
たզが国税੍のあり方についての検౼の出発
点としてɺ税੍全般を再点検しɺ様々な社会
的課題をแׅ的に整理することでɺ経済社会
を८る状況と今後の「あるべき税੍」につい
てɺ私たち一人ひとりが関心を持ちɺ理解しɺ
議に主体的に参画する助けとなることを目
指したものです。一人でも多くの方に本申
を手に取っていただきɺ将来の税੍について
考えていただくことを期待しています。」と
ある。本申は，大学におけるે税法のत業
に適の資料となるであろう。また，以前の
税੍ௐࠪ会の申は「であるௐ」であったが，
本申は「ですますௐ」となっており，一般
の方もಡみやすくなっている。
　ところで，税理士向けの勉強会やセϛナー
において本申のࡌه事߲を題ࡐにしたこ
とが何度かあり，勉強会の੮上やऴྃ後に参
加者にਘねたことがあるが，残念ながら，本
申を通ಡしている者はほ΅いなかった。「わ



ZEIKEN-2025.3（No.240） 33

ủ
Θ
͕
ࠃ
੫
੍
ͷ
ݱ
ঢ়
ͱ
՝

ᴹ
ྩ

࣌

ͷ
ߏ

ม
Խ
ͱ
੫
੍
ͷ
͋
Γ
ํ
ᴹ
Ứ
ͷ
ධ
Ձ
ͱ
ݕ
౼

特集

が国のあるべき税੍」について関心のある方
はੋඇとも本申をダウンロードして，通ಡ
やਫ਼ಡをしなくとも，いつでも参照できるよ
うにしておいてもらいたいものである（アク
セスڐ可については，フΝイルのಡ取のݖ
限がすべて「ڐ可」となっている「フルコン
トロールのݖ限与」の状態での提供なので，
引用の加が容қである。）。
　また，ެ益財団法人日本税務研究センター
の機関ࢽʰ税研 （ɦ239߸，令和 7 年 1 月20日
߸）は，「h 金子先生の思い出ʱᴷ金子東
大名༪教तౣ特集ᴷ」であった。ච者はそ
の編集後هにおいて，若い世代の税理士への
メッセージとして࣍のようにࡌهした。

最ۙ，税理士会の認定セϛナーで金子
先生のʰે税法ʱを紹介している。若い
世代の税理士に勉強してもらいたいから
である。若手の税理士はネット情報の中
から「え」を୳そうとする向がある
ように思われる。国税ிの質ٙԠ事
例やタックスアンサーを参照することは

当વとしても，本来はจに当たった上
で，関連する事߲を含めて体系ॻがどの
ようにड़しているのかを確認すること
が，これからの税理士にٻめられること
であろう。ೲ税者も容қに入手すること
ができるネット情報のみに頼るべきでは
ない。現在の同ॻは第24൛である。࠲ӈ
のॻとし，日時を要するが，全ϖージを
ਫ਼ಡしていただきたい。ે税法の体系を
理解することができる。

　日税連で税੍改正のݐ議ॻの策定に携って
おられるௐࠪ研究部の構成員の方たちには，
従前より，金子先生のʰે税法ʱの最新൛
を配布してきたところである。طに実行済み
のことと思われるが，今後の「わが国のある
べき税੍」を৹議され，「税੍改正ݐ議ॻ」
を策定される際においては，金子先生のh ે
税法 （ɦ第24൛）に加えて，本申を参考資
料としていただきたい。いずれも「わが国の
あるべき税੍」を考えるに際しての知識と知
。と言えるものであるݿのๅܙ
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リーライダʕをഉআできないので，市場メカ
ニズムに拠らずに，そのඅ用をௐ達しなけれ
ばならない（ 4 ท），そのためには，අ用を人々
に配分する基準はެ平でなければならないと
いうことになろう。
　ެ平を「誰がどういうプロセスで実現する
か」は，民主主義にਂく結びついた問題であ
り，ݑ法84に基づくે税法主義と30に
基づくೲ税義務により，「民主主義的に決定
した負担ルールには皆が従うべきだという考
え方」が導かれる（ 5 ท）。しかし，民主主
義の下では「現在のެ的サービスに見合う負
担の大部分を将来世代への先送りにしてしま
う」（ 5 ท）ことから，ે税の「十分性」を
確保できず，「ථݖを持たない将来世代ま
でも含むʰ世代を超えたެ平 」ɦ（15ท）が損
なわれる。そうなれば，「࣍の世代にʰ自ら
の税金をどう使うか のɦ選択ࢶをつなぐこと」

（15ท）ができず，࣍世代の民主主義は成り
立たなくなる。申のこの部分の言説は，ひ
とりの知ܙ者が࿅りに࿅ったかのようにܺが
ない。
　しかし，もう少し౿み込もう。この言説で
は，民主主義は，何がެ平かを決めるものと
はされていない。あくまでもެ平を実現する
方法を決めるものであり，税負担のルールに
従うことを正当化するものである。民主主義
の໋॓的な限քは，ະだ生まれない人々の意

͡Ίʹ

　本ߘは，政府税੍ௐࠪ会申「わが国税੍
の現状と課題ᴷ令和時代の構変化と税੍の
あり方ᴷ」（令和 5 年 6 月）を取り上げ，ච
者に与えられたテーマである活力ある長ण社
会に向けたライフコースに中立な税੍の構ங
について，ެ平と自༝の観点から原理的な検
౼を行う。

ᶗ ެฏ

　ެ平について，申は，「税੍にとって最
も重要なことはɺその負担をʰ皆で広くެ平
に分かち合うことʱである」とड़べ（ 5 ท），
アダム・スϛスやϫグナーなどの主ுしたે
税原ଇも，それを「実現するための税੍の準
拠すべき一般的基準」と位置づけている（11
ท）。ެ平は，中立や؆ૉに優越する最も高
い価値を与えられている。
　ެ平を軸とする申のロジックを見よう。
なぜ，ެ平が中立や؆ૉより重要なのだろう
か。その理༝は，ે税によってわれるܯ察
やফ防などのެ共サービス（ެ共財）は，一
般に対価を支わずに利用可能であり，フ

特集 ʹϥΠϑίʔε͚ͨʹΔणࣾձ͋ྗ׆2
தཱͳ੫੍ͷߏஙʹ͍ͭͯ
Ԭଜੜ◉ژେֶ໊༪ڭत
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また，ԾにチョコレートѪ者に高ֹ所得者
が多ければ，再分配効果が生じてਨ直的ެ平
に資するかもしれない。中立は選択という個
人の意ࢤの表を問題としているのに対し
て，ެ平は結果を見ている。中立とެ平は，
૬反することもある。
　申が中立についてड़べているのは，主に

「個人のライフコースの選択に中立的な税੍
の構ங」（117ท）と「資産Ҡ転の時期に対す
る中立性」（132ท）においてである。前者で
は，「څ与所得ɺ事業所得ɺࡶ所得といった
所得間の課税上のバランス」，「企業年金・個
人年金についてɺ拠出・運用・څの各段
֊を通じた適正な負担」，「څ与・ୀ৬一時金・
年金څの間の税負担のバランス」が検౼さ
れ，後者では，最ۙの改正である૬続時ਫ਼ࢉ
課税੍度での基ૅ߇আおよび૬続前ଃ与の加
，されている。たしかにٴ期間の改正に言ࢉ
どのछྨの所得を得るか，将来のためのஷ
をどうするか，勤࿑の対価をどのように得る
かは，ライフコース，個人の生֔を通じた選
択である。その性質を，৬業の選択について
見よう。
　第 1 に，この選択は，いつ行われるのだろ
うか。もちろん，学ߍをଔ業して最初にब৬
する時，選択は行われる。しかし，再ब৬の
時もそうだ。それに，ある৬業にबいている
日々も，転৬のؾ持ちがුきみしているか
もしれない。さらにいえば，仕事へのތりや
ຬで転৬など心の۱にもない時も，まさに
その心的状態こそが，選択を行っているとい
える。つまり，৬業の選択は，継起的持続的
に行われている。
　第 2 に，このような選択をする自զとは，
いかなるものだろうか。選択の時間はれず，
同じ選択をやり直すことはできない。新ଔと
中途採用では，選択の内容が異なるであろう。
しかし，より重要なことは，自զの変化（成
長）である。ある৬業を経験した自զは，ະ

や利益をแઁできないことにある。財政ࢤ
務は，この限քに༝来する。十分࠴やྦྷੵࣈ
性の欠は，民主主義が，いわば必વ的に，
税負担のެ平さを将来に向かってۂするこ
とから生じている。責任は，現在の民主主義
を生きる一人ひとりにある。
　申は，マグナカルタ以来の民主主義の歴
史をඳき（ 6 ท），「民主主義の歴史とはɺ国
民が自らの税金をどのように集めɺどのよう
に使うかを自ݾ決定するプロセスを構ஙする
ための歴史です。」（15ท）と断言した。この
自ݾ決定こそが民主主義が成り立つ前提であ
り，ે税の十分性が確保されなければ，民主
主義は決定ݖをୣわれ，名ばかりのものとな
る。それΏえ，将来に向かう民主主義の姿は，
世代を超えたެ平，ે税の十分性によって形
作られねばならない。申がඳく民主主義は，
ެ平という高࣍の指導理念の下で，これから
の歴史をࠁむはずである。

ᶘ தཱ

　中立は，同じものを同じに扱う点では，ެ
平にࣅている。同義と扱われることもある。
しかし，たとえば，チョコレートアイスクリー
ムには課税をするが，バニラアイスには課税
をしない税੍があるとすると，一般には，そ
れはඇ中立的であるといわれる。そして，こ
のඇ中立は，多くの場合，ඇ効率でもある。
実際，このે税は，チョコレートѪ者がે
税のせいでチョコアイスを選択しなくなるた
めに，൴らからফඅ者༨という利益をୣい，
に入らݿ重損ࣦ（ೲ税者がࣦった利益で国ࢮ
ないもの）を生み出す。一般に，税੍が効率
的であるためには，選択に対して中立である
ことがٻめられる。もっとも，もしチョコレー
トѪ者が税負担を全くԀわずにチョコアイ
スを選択し続ければ，ࢮ重損ࣦは生じない。
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経験な自զとは異なる。自զの変化は，ີݫ
にいえばチョコかバニラかの選択にもଥ当す
るが（チョコを選択した自զは，チョコによ
る強化を受ける。），ライフコースの選択は，
何ඦ回，何千回と繰り返すことはできない。
　第 3 に，この選択の対には，どこまでの
ものが含まれるのだろうか。新ଔ者の৬業選
択において，数十年後のୀ৬金の課税方法と
いったものが目的（の一部）とされるだろう
か。そもそもその時にୀ৬金というものが存
在するのか，存在したとしても，今と同じよ
うな課税方法がとられているのかは，本人が
ٙ問視するだろう。
　最後に，この選択は，（どこまで）自༝意
に基づくものだろうか。ある会社にब৬すࢤ
ること，あるいは，その会社から転৬しない
ことを選択し続けている理༝として，ୀ৬金
があって，それにはほとんど課税されないか
ら，という理༝が持ち出されたとする。この
理༝は，自༝意ࢤを表しているといってよ
いだろうか。2 つのことがݒ念される。まず，
本当の理༝が別にある（たとえば，その会社
にきな人がいる）が，それは言い出しにく
いので，表向きの理༝にはୀ৬金とୀ৬金課
税のことを持ち出す，という場合である。こ
のように税金が使われることは，しばしば見
られる。しかし，さらに進んで，表向きと思っ
ていた税金の理༝が，実際には選択を支配し
てしまうこともある。たとえば，あまり働き
たくないときに，税金がかからない限度で働
く（という方が上࢘に説明しやすい）という
選択がそうである。しかし，これは自༝に行
われた選択だろうか。

ᶙ ࣗ༝

　申は，一人ひとりの自༝とは何か，自༝
が税੍とどのように関係するのかについて，

何もޠっていない。しかし，自༝の位置づけ
なしに，民主主義をじることはできないは
ずである。ެ 平が民主主義の前提であるなら，
自༝も同じではないのか。自༝も，民主主義
を規し，指導すべきではないのか。ݑ法が
保োする基本的人ݖは，民主的手続によって
もୣえない。多数決によって少数者を圧す
ることはできない。
　自༝から見たとき，人々に十分性欠の責
任をٴするのはなぜか。人々が負担の先送
りを選択して来たから，だろうか。たしかに，
人々は代表者を通じてそのように選択してき
た。「民主主義の下ではެ的サービスのॆ実
には合意を得やすい一方でɺその負担を定め
るે税੍度には合意が得にく（い）」（ 5 ท）
ということも，間ҧいではないであろう。し
かし，その選択に，私たちの自༝はあっただ
ろうか。
　この申を提出した税੍ௐࠪ会は，平成25
年 6 月に中ཬ実教तをޓ選により会長として
発した。中ཬ税ௐが最も力を入れたことは，
税੍を取りרく経済社会のあり方の実૾Ѳ
である。税੍ௐࠪとして当વのこととはいえ，
多࠼な識者を多数টᡈし，委員との間でಥっ
込んだ質ٙを行いながら， 4 回にわたる外国
ௐࠪも織り交ぜて，ௐࠪ会は実૾Ѳにめ
た。その結果は，「ᶙɽ経済社会の構変化」
を中心に申の中で૬当のࢴ෯をめてい
る。本ߘの対に関係する部分がड़べた߲目
をあげると，
・働き方の多様化（40ท）

෭業，ඇ正規，テレϫークの増加。
・雇われない働き方の֦大（41ท）

フリーランス（雇用者ではないが，使用
従属性は高い。）の割合の上ঢ。

・ライフコースの多様化（43ท）
Mࣈカーブの緩和，リカレント教育やリ・
スキリングによる社会の持ち場の変化な
どに対Ԡした一発উ負ではない社会の構
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ங。
・個人の意識の変化（47ท）

若い世代のஷ率上ঢ（万が一の備え，
老後の生活අ），യવとした将来不҆と
セーフティネットのあり方。

・雇用やශ困の状況（60ท）
૬対的ශ困率，子どもශ困率のѱ化。

・シングルマザーの増加（60ท）
ශ困率は全世ଳ平ۉの 3 ഒ，平ۉ年収で
も子世ଳ518万ԁであるのに子世ଳ
272万ԁ，しかも，約 4 割はࠗした
からのཆ育අ不い。

・教育と格差のݻ定化（61ท）
SES（SocioôEcoOoNic StBtVT，家庭所得，
学歴，学歴の 3 変数を合成した
指標）に基づく分ੳにより，学歴格差は，
世ଳ年収を通じて世代から子ども世
代，ଙ世代まで連的に引き継がれてい
く可能性があること。

・所得の源泉の変化と所得分布への影響（61
ท）

ແ形資産の比重が増大し，উ者総取りと
なっていること，所得の高低による資本
リターンを得る機会へのアクセス格差が
生じていること。

立化する人々（63ท）ݽ・ಠݽ・
個々人の「居場所」がࣦわれており，地
域共生社会づくりが必要であること。

・少子化の要Ҽ（71ท）
経済的な不҆定さや出会いの機会の減
少，仕事と子育ての྆立の難しさ，家事・
育ࣇの負担がґવとしてঁ性にภってい
る状況，子育てのݽ立感や負担感，子育
てや教育にかかるඅ用負担。

・ࠗҽ率低下の要Ҽ（73ท）
社会における結ࠗへの意識変化ととも
に，若年層ではඇ正規化・低所得化の進
展がݦஶであること。雇用環境の不҆定
化が，結ࠗという人生の大きなイベント
に౿み切れない，あるいはそれに向けて
行動を起こせない事態をਂࠁ化させてい
ること。

以上のௐࠪ結果を見て，もう一度考えよう。
負担の先送りの選択に，自༝はあったといえ
るだろうか。私たちはශ困化し，ݽಠ化し，
少子化した。格差は֦大し，ݻ定化した。いっ
たいどのようにして，財政は自༝をࠂ発する
のだろうか。　
　私たちが選択についてޠるとき，աڈのあ
る分岐時点でAと#の選択ࢶがあり，どちら
を選Ϳこともできたのに，Aを選択したとい
うことが多い（ 1 ）。そして，աڈにれるか
のように分岐時点に人を置き直し，#も選択
できたのにAを選択した，として責任をٴ
する。しかし，これは選択の実態だろうか。
そうではないであろう。選択とは，時間の中
を༳れ動きながら持続する自զを，ある一時
点で表化したه߸にす͗ない。自༝とは，

（定義をしたॠ間に自༝ではなくなるが，あ
えていえば，）この持続的で多方向の自զの
動きである。自զが時間の中を自༝に進む限
り，Aを選択できた自զと#を選択できた自
զとが同時にซ存することは原理的にない。
自զがどちらかひとつに決定されることはあ
り得ない。
　しかし，自զの自༝は，外քの表による
৵略を受ける。税金がかからない限度で働く
という言説も，上࢘への言い༁のつもりが，
話しているうちに自らの意ࢤをݻ定してしま

（ 1 ）アンリ・ベルクソンஶʀ内信༁ʰ意識に直接与えられているものについてのࢼ （ɦനਫ社，2010年）
169ô177ท参照。
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うかもしれない。負担の先送りも，ੲはもっ
と子どもへのࡑѱ感にแまれた選択だったの
かもしれない。人々が本当に自༝な選択をし
ているのは，ごく一部の事であろう。とな
ると，選択に対する中立をじることに，い
かなる意味があるだろうか。

ᶚ 税੍ͷ役ׂ

　申には，中立の観点からண目されるもの
が 2 つある。ひとつは「ライフコースの選択
に中立的な税੍」の中の「個人ୀ৬צ定の੍
度を設けること」（117ô118ท），もうひとつ
は「資産Ҡ転の時期に対する中立性」におけ
る「૬続時ਫ਼ࢉ課税੍度」と「૬続前ଃ与の
加ࢉ期間」（132ô133ท）である。前者は，ถ
国 のI3A（IOEiWiEVBM 3etiSeNeOt AccoVOt）
の੍度を参照する੍度で，一定の੍限の下，
このアカウントに拠出した金ֹを所得から߇
আし，引き出した金ֹを課税の対とする੍
度である。したがって，このアカウントを経
༝する所得は，支出税と同様の課税を受ける
ことになる。ௐࠪ会は，この੍度のզが国へ
の導入について，令和 2 年10月に佐౻ӳ明
教तをটᡈし，報ࠂを受けた。後者について
は，令和 4 年10月から，増井良࠲ܒ長の下に
専門家会合を組織し，検౼を重ねた。྆者に
共通する要ૉをあらかじめあげると，長期間
にわたってੵみ上げられた所得や資産を対
とすること，そして，それらが長णリスクの
担保の性質を持つことである。ここでٻめら
れる中立が，チョコかバニラかの選択に関す
るものと異なることはいうまでもない。
　申は，前者について，「働き方のҧい

によって有利・不利が生じないよう」，「企業
や個人の選択にできるだけ影響をٴ΅さない
よう」（118ท）とड़べ，選択への不介入が中
立だと考えているように見える。しかし，こ
れだけでは，チョコとバニラの中立と変わら
ない。「働き方のҧい」や「企業や個人の選択」
は，決してチョコかバニラかの選択のように
自༝に行われているわけではない。これだけ
では，I3Aへの道ےは見えてこない。申は，
後者については，「資産の再分配機能の確保
をਤりつつʜʜニーズにଈした資産Ҡ転が行
われるような」（132ท）とड़べ，ެ平に一定
の配慮を見せている。しかし，「ニーズ」な
るものが自༝意ࢤに基づくものであるかどう
かは，全く分からない。経験的に見る限り，
そうではないであろう。
　ここには，税੍が果たすべき，あるいは，
果たすことのできる役割の問題が現れてい
る。いま，社会が，税負担および社会保োڅ
（「税੍」という。）と，税੍以外の社
会੍度などに区分できるとしよう（ 2 ）。申
の立場は，࣍のようになるであろう。すなわ
ち，働き方は税੍以外によって選択される
ことが正しい（あるいはましい），資産Ҡ
転も同様であるが税੍による再分配を受け
る，という立場である。ここでの正しさ（
ましさ）が何に༝来するのかは明確にされて
いないが，効率性（チョコかバニラかの中立）
であろう。あるいは，資産Ҡ転については（た
Ϳん働き方についても），税੍による再分
配後の社会ް生の最大化を考えているのかも
しれない。いずれにしても，申は，税੍
以外による選択からもたらされる社会のあり
方，特に格差の存在を，中立（不介入）の立
場からいったんはߠ定した上で，税੍の再

（ 2 ）この議では，౻୩史「法੍度の効率性とે税法の役割ᴷ,BQMoX � SIBWeMMのʠEoVCMe EiTtoStioOʡテー
ゼ再訪」フィナンシャル・レビュー 152߸ 4 ท（2023年）を参照した。



ZEIKEN-2025.3（No.240） 39

ủ
Θ
͕
ࠃ
੫
੍
ͷ
ݱ
ঢ়
ͱ
՝

ᴹ
ྩ

࣌

ͷ
ߏ

ม
Խ
ͱ
੫
੍
ͷ
͋
Γ
ํ
ᴹ
Ứ
ͷ
ධ
Ձ
ͱ
ݕ
౼

特集

分配により必要にԠじてੋ正する，と考えて
いるのであろう。
　これには， 3 つのٙ問がある。第 1 に，社
会のあり方を税੍以外によって決め，税੍
によりੋ正することは，適切だろうか。税
੍以外の੍度がましくない格差などの不
ެ平をもたらすのであれば，そのような੍度
自体を改革すべきではないだろうか。なぜ，
不ެ平の原Ҽとなる੍度を์置し，税੍
がそのੋ正の役割に回らねばならないのだろ
うか。第 2 に，税੍がੋ正をするのであれ
ば，選択に対して中立ではあり得ず，選択が
もたらした不ެ平を打ちফす方向にࣼしな
ければならないはずである。選択への中立を
いうことは，自ݾໃ६ではないだろうか。第
3 に，そもそも，税੍に十分な再分配を行
うだけの力があるのだろうか。私たちのライ
フコースの選択を税੍がࠨӈできるという
見方は，行きա͗た決定ではないだろうか。
　これらのٙ問を手掛かりに，ୀ৬一時金の
場面でさらに考えよう。ᶃڅ与は，月څやボー
ナス，ୀ৬年金よりୀ৬一時金として受け取
る方が税負担は軽い，ᶄୀ৬一時金੍度がな
い৬場や働き方が増加している，の 2 つが認
められるとする。社会が税負担に反Ԡしてい
るとすると，ᶃはୀ৬一時金੍度の創設と֦
大の方向に働くであろう。そして，少なくと
もかつては，ୀ৬一時金は老後のྐ（ශ困防
止）として望ましいものとされ，税੍もそれ
を後ԡししていた。にもかかわらず，何らか
の理༝でᶄが生じ，税੍もᶃをॖ減しようと
している。そして，このとき，ॖ減の理༝と
して，中立が持ち出されているのである。こ
のような中立の使われ方は，正しいだろうか。
議すべきは，税੍の中立ではなく，ެ平や
格差，あるいは長णリスクの観点から，「老
後のྐ」と「何らかの理༝」とを比較検౼
することではないのだろうか。しかし，その
ような議にはおかまいなしに「何らかの理

༝」はഭり来ており，税੍の有利さくらいで
はとうていଠ打ちできない，ᶃではᶄは止
められないというのが実情かもしれない。「個
人ୀ৬צ定」については，節を改めてじる。
　資産Ҡ転の場面での税੍の中立は，限定的
である。૬続税（ଃ与税を含める。）そのも
のが，再分配の৭࠼を強くଳびているからで
ある。人々の選択の結果，์置できないほど
の格差が生じているから，૬続税が介入して
再分配しているのだとすると，૬続税は人々
の選択に対して中立というわけにはいかな
い。申がड़べる中立も，資産Ҡ転の時期の
選択に関するものに限られている（そもそも
૬続による資産Ҡ転の時期は選択できな
い。）。しかも，長णリスクの中で，この中立
が再分配にどのように作用するかは明らかで
はない。૬続税が格差の֦大をえる力も限
定的であろう。「૬続時ਫ਼ࢉ課税੍度」と「૬
続前ଃ与の加ࢉ期間」については，࣍節でड़
べる。

ᶛ ࣗ༝ͱ՝税ϕーε

　私たちは，日々，様々な言説に取りרかれ
ている。「ライフコースに中立的な税੍」も，
そのひとつである。この言説も，他の多くと
同様，一人ひとりの意識にਁಁし，意識を従
属化し，自զの表（選択）を生じさせる。
しかし，この選択が他の多くと異なるのは，
ライフコースが，一人ひとりの異なる姿をө
し出していることにある。選択は，生֔とい
う時間の中で継起的持続的に行われる。チョ
コかバニラかの選択ではない。申は「ライ
フコースの多様化」（43ทなど）を繰り返し
ड़べているが，そこでのライフコースとは選
択ࢶのことであり，チョコとバニラにイチΰ
やクッキーを加えているだけだ。大切なこと
は，意ࢤに与えられた自༝がもたらす私たち
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一人ひとりの多様性である。税੍の中立は，
この意味での多様な自զに向かう言説であ
る。私たちが税੍に中立をٻめるとすれば，
その中立は，ライフコースを進む中で獲得さ
れた自զの多様性に通用するものでなければ
ならない。言説は意ࢤの自༝を৵略するが，
しかし，場合によっては，自զが従化に反
転し，自༝を取りすこともある（ 3 ）。私た
ちが税負担に誘導された決定をੱけ，民主
主義を通じて新しい税੍を生み出すこともあ
るだろう。
　意思の自༝の観点から，所得という課税
ベースを見よう。たとえば，株式や地の値
上がり益は，所有者の意ࢤに基づいて生じる
ものではない。แׅ的所得֓念に従えば，こ
うした所得も発生時点で課税の対とすべき
ことになるが，売買目的有価証݊などの例外
をআいて，所得は実現した時点で課税される。
実現は，ほとんどの場合，売買などの法行
ҝに基づく。このように課税のタイϛングを
人の意思的行ҝに準拠させることは，重要な
意味を持つ。収用の場合に課税が繰りԆべ
られることも，その現れである。
　勤࿑性所得はどうだろうか。勤࿑性所得も，
自らの意ࢤによる勤࿑の対価を得た時点で課
税を受ける。もちろん，ほとんどの人たちは
働かなければ食べて行けないし，ब৬機会も
限られているので，キャピタル・ήインのよ
うに実現の時点を決めることはできないが，
基本的には所有者の断に基づいて課税が行
われている。しかし，ここには 2 つの問題が
ある。
　第 1 に，対価支いの時点が勤࿑の期間と
一致しないことがある。ୀ৬一時金やୀ৬年

金はそのయ型であるし，プロスポーツ選手の
契約金のように対価の先いと見られるもの
もある。しかも，こうした支いと月څなど
定期的な支いとの（割合の）選択を個々の
勤࿑者が行うことはできない。また，長णリ
スクの下での定年などによる強੍的ୀ৬に
う実現もある。つまり，勤࿑性所得について
は，所得の実現の時点をキャピタル・ήイン
のように選択することはできない。
　第 2 に，そうなると，แׅ的所得֓念に基
づく理想的な課税時点を୳ٻすることが考え
られるが，แׅ的所得֓念に基づいて所得の
発生時点を決めることはできない。このこと
は，ώューマン・キャピタルへの課税を考え
ると理解しやすい。ώューマン・キャピタル
は，一般に人が勤࿑により将来獲得する所得
の現在価値と定義されている。それΏえ，こ
の点で地や株式などと同じ性質を持つこと
になり，資産として認識すべきことになる。
แׅ的所得֓念においては，資産の価値変動
は全て所得計ࢉに入されるが，ώューマン・
キャピタルの測定がۃめて困難であることに
加えて，そもそも，それがいつ生じたのかは
明定できないと思われる。ひとつの立場は人
の出生時点であるが（ 4 ），しかし，それ以前
にも，ະだ生まれない人として資産を認識す
ることはできるかもしれない。あるいは，そ
のような見込計ࢉにはዞ意性が入り込むの
で，もう少し確実になった時点，たとえば，
成人やब৬といったライフイベントの時点が
よいのかもしれない。いずれにしても，この
回をแׅ的所得֓念から得ることはできな
い（ 5 ）。
　 2 つの問題に共通するのは，キャピタル・

（ 3 ）ジュディス・バトラーஶʀ佐౻Յ・ਗ਼ਫ知子༁ʰݖ力の心的な生 （ɦ月༵社，2012年）19ô20ท参照。
（ 4 ）小௩ਅܒ「-oViT ,BQMoXの人間資本についての֮ॻ」税研166߸92ท（2012年）参照。
（ 5 ）Ԭ村生「所得と自༝ᴷベルクソンからフィッシャーへᴷ」増井良ܒ他編ʰ市場・国家と法 （ɦ有൹ֳ，

2024年）43ท参照。
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ήインのようには課税のタイϛングを決めら
れないこと，課税時点を決める行ҝの選択が
限られていることである。では，課税時点を，
さらには課税ベースを，人の意思的行ҝに
よって決めることは，正しいのだろうか。แ
ׅ的所得֓念は，直ちにこれを൱定するであ
ろう。แׅ的所得とは，資産の値上がり益の
ような（本人がまだ知らないことを含む）٬
観的事実であって，意思的行ҝによってはࠨ
ӈされないし，ࠨӈされるべきではないとい
うであろう。しかし，前ड़のように，แׅ的
所得֓念では所得の発生時点を明らかにする
ことはできない。そのため，勤࿑性所得に対
するแׅ的所得税は成立し得ない。そこで，
ώューマン・キャピタルへの課税は断念し，
勤࿑という行ҝ（価値の創出）によって所得
が発生する（แׅ風所得֓念）と考えること
にしよう。そう考えても，勤࿑者に選択可能
性はほとんど生じない。このとき，勤࿑性所
得課税はできるだけ勤࿑の時点で行い（した
がって，支われるڅ与の金ֹに将来のୀ৬
して課税し），ୀ৬一ࢉ与に回る部分を加څ
時金やୀ৬年金は，運用益部分を所得とし，
課税繰Ԇべとなっている金મの時間的価値を
加味して重課する，という税੍となるはずで
ある。これは，ߠ定できるだろうか。ୀ৬一
時金やୀ৬年金のない働き方の選択との中立
という言説は，説得的だろうか。受け容れら
れないのであれば，それはなぜだろうか。
　その理༝は，働き方の選択が，ライフコー
スの時間を進む自զの形化として行われて
おり，แׅ風所得֓念による課税方法では長
णリスクを担保できないと，ありのままの自
զがࠂܯを発するからであろう。高齢者の格
差とශ困化，ݽಠ化は，私たちの意識にਂく
まれており，私たちの自զは，แׅ風所得ࠁ
֓念に従属化するほどに自༝をࣦったわけで
はない。いうまでもなく，このࠂܯは，ୀ৬
一時金やୀ৬年金のない働き方が選択されて

いる場合にも発されているだろう。私たちは
反転し，แׅ的（風）所得֓念に別れをࠂげ
て，新しい課税ベースをٻめるべきではない
だろうか。
　そのީ補として最も有力なものは，「個人
ୀ৬צ定」の基ૅにある所得֓念，すなわち，
支出型所得֓念である。長णリスクに備えて

（言い方を変えれば，活力ある長ण社会のた
めに），一定の݅の下で，個人ୀ৬צ定に
支出された金ֹは，所得とはならない（߇আ
される）一方で，そこから引き出された金ֹ
は，課税の対となる。ୀ৬一時金やୀ৬年
金のようなڅ与形態も，いったん個人ୀ৬צ
定に入れることで，それ以外の所得と区別な
く，支出時点で課税を受ける。ライフコース
の中で自զは変化（成長）し，働き方は継起
的持続的に選択される。ୀ৬一時金のある৬
場とない৬場とを行き来しても，それらの勤
࿑は，時間の中を持続するひとりの自զが
行っている。自զという֯度から見た働き方
の多様さを受け止める税੍として，支出型所
得֓念でཪ打ちされた個人ୀ৬צ定は有望で
ある。もっとも，この税੍を導入したとき，
ライフコースを通じて税引後にどれだけ残る
かがポイントであり，勤࿑に関するඅ用の考
え方や実効税率（ゼロ税率や所得߇আを含
む。）の設計が重要である。
　૬続時ਫ਼ࢉ課税੍度と૬続前ଃ与の加ࢉ期
間の改正は，いずれもଃ与に関する੍度であ
り，ଃ与の時期による税負担の差を減少させ
る方向に作用する。૬続がある程度ۙづいて
いる人々を考えた੍度であるが，このような
人々が長णリスクの中で資産Ҡ転に౿み切れ
ない原Ҽと推測されるのは，いったん行った
ଃ与を課税上は元にせないことである。ଃ
与をするかしないかの選択は，長णリスクを
എܠに持続的に行われており，ଃ与という法
行ҝは，ある時点で形化された自զのه
߸にա͗ない。このように見ると，たとえば
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信ୗを利用した不完全な資産Ҡ転（ 6 ）の活用
と，そのための税੍を考えてもよいであろう。

͓ΘΓʹ

　申は，ެ平に優越した地位を与え，中立
はやや後ୀした位置づけとなっている。しか
し，選択に対する中立を全面展開すると，私
たちの自༝意ࢤに基づく行ҝに対して中立
に，つまりແ関係に，税負担が生じることに
なる。このことは，チョコかバニラかの選択
については，そこだけを見れば，効率性の観
点から正しいといえるかもしれない。しかし，
ライフコースの選択について，そのようにい
えるだろうか。
　ೲ税義務は課税要݅のॆによって成立
し，課税要݅は，基本的には契約などの私法
上の法関係に基づいて規定されている。契
約は，自༝な意思の合致により成立するのが
原ଇである。もちろん，ここでの自༝は，法
的フィクションではある。しかし，それでも，

それは，私たちの自զの自༝をある程度は反
өしている（たとえば，ٗや強ഭによる意
思表示は取りফすことができる。）。
　ライフコースの選択は，生֔という時間を
進むの中で，変容し多様化して行く自զを表
するものである。税੍は，ここにある自༝
を可能な限り受け止め，反өさせるべきでは
ないだろうか。長ण社会において，支出とい
う行ҝは，所得の発生や実現よりも，自զの
意ࢤ（自༝であるとは言い切れないにしても）
にۙいであろう。不完全なҠ転に対Ԡする税
੍を作ることは，継起的持続的に行われる資
産Ҡ転の選択を，より正確に反өすることに
なるであろう。このような税੍は，決して
申の考え方やௐࠪ会での議に反するもので
はない。むしろ，それらの含意を具体化した
もののひとつといってよい。
　本ߘは，税੍と自༝についてड़べようとし
たが，自༝は，それを表化しようとしたॠ
間に自༝ではなくなる。申が自༝について
明さが見ݡ者のܙらなかったことには，知ޠ
える。

（ 6 ）Ԭ村生「不完全Ҡ転と課税」法学164ר 1 ô 6 ߸147ท（2009年）参照。
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とも事実である。しかし，ެ共サービスҡ持
のためには，その受益を受ける法人に一定の
税収を負担してもらうことも必要である。
　そのような状況において，ある一定のֹを
法人税でう場合に，どのような課税を行う
のが望ましいのかを考える必要がある。（長
期的に歳出と歳入をバランスさせるだけの一
定の税収を確保するためには，一定の税率と
課税ベースが必要となる。その一定の法人税
を課すと経済が持ちこたえられないというの
であれば，歳出レベルをॖ小し，その一定の
税収目標を引き下げるしかない。）
　企業活動をませないという効率性の視
点，社会活動における受益としての利益にԠ
じて負担を課すというԠ益性の視点，負担力
のある企業に負担を課すというԠ能性（ਨ直
的平性）の視点，同じ状況であれば同じ負
担を課すというެ平性（ਫ平的平性）の視
点など，様々な視点から，法人税੍（課税ベー
スの設定を含む。）を検౼する必要がある。
　実際，これまでの法人税੍度もこのような
視点を総合的に検౼しながら構ஙされてきた
と言えよう。しかしながら，時代の変化にԠ
じて，税੍度は見直され続けなければならな
い。例えば，法人税の税率を定的に引き下
げたとしよう。このとき，「減税により経済
成長がଅされ結果として税収は増加する」と
いう考え方が成立するのであれば，一定の税

ᶗ ͡Ίʹ

　税は，世の中にまれて存在するものでは
ない。しかしながら，税なくしては，この世
の中も，国民の生活も存在しない。その意味
では感ँされても良い存在である。ではその
税はどのような形でどの程度世の中に存在し
なければならないのだろうか？残念ながらこ
の問いは，その時々の社会状況および国民の
考え方によっても変わってくる難題である。
　日本の財政運営は，歳出が歳入を大きく上
回り，毎年，आ金をੵみ重ねている状況にあ
り，࠴務残高は，対(D1比で見ても֦大し
続けている。金利が҆定している限りにおい
て，この財政問題への危機意識には෯がある
が，どのような考え方に基づくにしろ，歳出
の効率化と歳入の確保はৗにਅに取り組ん
でいかないといけない課題である。
　その中で，歳入面においては，基װ税であ
る所得税・ফඅ税・法人税それぞれからの税
収を確保して，歳出と歳入のギャップをຒめ
る力がٻめられる。中でも法人税は，社会
活動で得た利益の一部を税として社会にؐ元
させ，ެ共部門の活動に活かすものである。
もちろん，企業への法人課税は，少しでも少
ないほうが，企業にとっては活動しやすいこ

特集 ๏ਓ੫վֵͷͮ͘جʹ.#1&3
͚ͯʹܭͱ੫੍ઃূݕ
Ҫ৳◉େࡕେֶڞެࡍࠃڀݚࡦՊڭत
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場のみの減少というメリットに加え，税収
の増大というメリットももたらす。その場合，
減税は，議の༨地なく，正当化される。
　もし，減税が税収を増加させることができ
ない（つまり，税収カーブのӈ側ではなく，
側にいる）のであれば，その政策に議のࠨ
༨地は残る。税収を減少させてまで行う政策
であるのかを議しなければならない。
　2015年度・2016年度税੍改正で行われた「成
長ࢤ向の法人税改革」は，課税ベースを֦大
しつつ税率の引き下げを行う（「法人税の負
担構の見直し」）ことにより，税収中立（一
定の税収を確保すること）の考え方の下で，

「資・上げのଅ進」と「立地競争力の強化」
を目指した改革である。ただし，実際に，そ
の政策が，その目標である「資・上げの
ଅ進」と「立地競争力の強化」および「税収
確保」を達成しえたのかは，事後的に検証し
なければならない。なぜならこの検証は，今
後のすべての税੍改革において，時代にԠじ
た望ましい税੍を設計するために役立つから
である。また，この検証は，新たな税੍を設
計する手法のあり方を考える良い機会にもな
る。
　本ߘは，以下のように構成される。まず第
ᶘষでは，税੍ௐࠪ会（2023）「わが国税੍
の現状と課題ʕ令和時代の構変化と税੍の
あり方ʕ」（以下では，h 税ௐ申2023ʱと呼
Ϳ。）でड़べられた「成長ࢤ向の法人税改革」
を振り返る。第ᶙষでは，望ましい੍度の設
計に向けた考え方であるE#1M（EWiEeOce 
ô#BTeE 1oMicy MBLiOH）の考え方を説明する。
第ᶚষでは，税੍ௐࠪ会におけるE#1Mのࢼ
行について紹介する。最後に，第ᶛষでは，
E#1Mを，より適切な法人税੍の設計に活か
すために必要なことをまとめることにする。

収を確保することがٻめられている立場で
あっても，この定的な減税政策は，正当化
される。
　税収は，税率と課税ベースのੵでٻめられ
る。税率がゼロにۙい状態から引き上げられ
る場合，課税ベースが大きく減少しない限り，
税収は通ৗ，֦大する。しかし，税率が上が
るにつれ，課税される主体の行動インセン
ティブが્害される程度が֦大するため，課
税ベースの力性はঃ々に֦大し，税収はॖ
小していくことも考えられる。このとき，税
率が税収にٴ΅す効果である税収カーブ

（「ラッフΝーۂઢ」と呼ばれる。）は，税率
をԣ軸にとり税収をॎ軸にとれば，山型にな
る（以下のਤ 1 を参照）。税収を最大化する
という視点に立てば，この税収カーブの山の
点となる税率を設定することが望ましい。

　また，一定の税収を確保することがٻめら
れ，その税収が，最大となる税収（税収カー
ブ（ラッフΝーۂઢ）の点の高さ）よりも
小さいまたはしい場合には，適切な税率を
設定することで，必要となる税収を確保する
ことができる。また，税収カーブが山型の場
合には，その税収を達成する税率は 2 つ存在

（それらの税率をAと#，Aʻ#とする。）し，
より小さいほうの税率（A）を設定するほう
が，市場のみが少ないという意味で社会的
に望ましい。現時点で，Ծに，税収カーブの
ӈ側の税率（税率#）に設定されている場合
には，減税による法人税率の引き下げは，市

੫ऩ

੫（ˋ）� " # ���

ਤ �ɹ�੫ͱ੫ऩのΧーϒʢʮϥοϑΝーۂઢʯʣ

出所ɿච者作成
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ᶘ ࢤͷ法人税վֵͷূݕͱ
&#1.ͷॏཁੑͷ࠶ೝࣝ

　本ষでは，h税ௐ申2023 でɦड़べられた「成
長ࢤ向の法人税改革」を振り返るとともに，
その効果を検証し，政策効果のഎܠおよび要
Ҽについて考える。その後，その要Ҽをࠀ
す る ツ ー ル と し て のE#1M（EWiEeOce 
ô#BTeE 1oMicy MBLiOH）の意義を考える。

ᶘô � ɹࢤの๏ਓ੫վֵ
　h 税ௐ申2023ʱにおいては，成長ࢤ向の
法人税改革の内容を整理するとともに，その
評価を行っている。以下では，ච者の個人的
視点も添えながら，その内容をまとめること
にする。
ᶘô � � � ɹվֵの༰
　2015年度・2016年度税੍改正で行われた「成
長ࢤ向の法人税改革」は，「法人税の負担構
の改革ɺすなわちɺ課税ベースを֦大しつ
つ税率を引き下げɺ法人課税を広くബく負担
をٻめる構とすること」により，「利益を
上げている企業の再資༨力を増大させɺ収
益力֦大に向けた前向きな資やɺ継続的・
をଅす的な上げが可能な体質への転ۃੵ
こと」を目的として行われた。また，この改
革は，զが国の立地競争力や企業の国際競争
力の強化につながることも目的としている。
減税の結果，国・地方を通じた法人実効税率
は2016年度に29.97％となり，目標としてい
た「20％台」が実現された。
　なお，2016年度与ౘ税੍改正大2015）ߝ年
12月16日）においては，改革のૂいとして，
以下の 3 つが明هされた。具体的には，第一
に，「企業部門に対して財源なき減税を行う
ことはɺ現下のݫしい財政事情や企業部門の
内部ཹ保（手元資金）の状況にؑみてɺ国
民の理解を得られないためɺ税率引下げに当

たってはɺ੍度改正を通じた課税ベースの֦
大により財源をしっかりと確保すること」，
第ೋに，「経済քにはɺ法人実効税率20％台
の実現を受けてɺ改革のझࢫを౿まえɺ経済
の॥環の定ணに向けて一層ݙߩする」こと，
また，第ࡾに，「企業の内部ཹ保は350ஹԁを
超えɺ手元資金も増えている一方でɺ大企業
の設備資は৳びみɺ࿑働分配率も低下し
ている」現状を౿まえ，「企業経営者がマイ
ンドを変えɺ内部ཹ保（手元資金）を活用し
てɺ資֦大や上げɺさらには取引先企業
への支単価の改ળなどにੵۃ的に取り組む
こと」である。
ᶘô � � � ɹվֵޙのຊࡁܦのݱঢ়
　では，改革後の日本経済はどうなったので
あろうか？期待された効果が出たのであろう
か？ʰ税ௐ申2023ʱでは，現状を以下のよ
うに整理している。
　まず，企業の活動状況については，2016年
度以߱の売上高経ৗ利益率に関して，2019年
度および2020年度の新型コロナウイルスがຮ
Ԇした時期をআけば，ӈݞ上がりに上ঢして
おり，企業の業はௐであること，企業規
模別に見ても，資本金10ԯԁ以上の企業にお
ける৳びが高くなっており，大企業に良い経
済環境となっていると整理している。
　一方で，国内の企業活動については，第一
に，設備資の内༁を見ると，海外の設備
資が増加向である一方，国内設備資につ
いてはԣばいであり，第ೋに，֦大した対外
直接資（海外子会社）による収益のうち，
֓ね 5 割程度が国内会社に配当としてؐ元
されており，第ࡾに，金ਫ準も30年間ԣば
い状態で，他の先進国の金の৳びにい
いていないと整理している。また，第࢛に，
利益の増加や高ਫ準の現༬金保有をഎܠとし
て，配当や上場企業による自社株買いといっ
た株主ؐ元が増加向にあるとされている。
　すなわち，この結果から，企業は，海外に
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おける生産や海外への資でՔ͗，そのՔ͗
のうち国内にؐ流した分は配当を通じて株
主にؐ元している構ਤとなっており，国内の
設備資や上げにはつながっていない向
がಡみ取れる。こうした日本企業の行動変化
の中で，「成長ࢤ向の法人税改革」がどのよ
うなインパクトを与えたのか，期待された効
果をあげられたのかに関して検証していくこ
とがٻめられる。

ᶘô � ɹ�ࢤの๏ਓ੫վֵのධՁɾূݕ
に͍ͭͯ

　2024年 1 月から新たに始まった税੍ௐࠪ会
（第 2 回　税੍ௐࠪ会（2024年 5 月13日）お
よび第 3 回　税੍ௐࠪ会（2024年 6 月 4 日））
においては，これまで行われてきた法人税改
革について意見が交わされた（ 1 ）。以下では，
これらの意見を参考に，ච者の個人的視点も
添えながら，成長ࢤ向の法人税改革の評価を
整理することとする。
　まず，成長ࢤ向の法人税改革の評価として
は，以下の 4 つの可能性が考えられる。第一
に，企業の体質改ળを目指したが，内部ཹ保
の増加にとどまり国内資֦大や上げにつ
ながっていない可能性がある。第ೋに，この
内部ཹ保のഎܠとして，不確実性が高いとき
の雇用ҡ持のため，リスクを避けたい行動に
出ている可能性がある。第ࡾに，収益がѱい
企業へのٹ済的なા置が，いわΏるκンビ企
業を生き残らせる要Ҽとなり，企業の新代
ँをらせている可能性がある。第࢛に，・
中期的に効果のある海外資・海外M�Aに
よる規模の֦大にภり，AI，デジタルトラ
ンスフォーメーションが進んでいく中で，人

の教育やリスキリングが十分ではなく，生産
性向上につながっていない可能性がある。
　また，今後の税੍の੍度設計としては，以
下の 3 つの視点が重要であると考えられる。
第一は，収益を上げても上げが進まないな
ど変革が進まない企業には少し重い税をかけ
て，変革が進む企業に再分配していく税੍設
計である。第ೋは，競争力を確保するための
(X資ଅ進，人の教育やリスキリングなどを
重視した税੍設計である。第ࡾは，よりリス
クを取りチャレンジをଅす税੍設計である。
　この税੍設計をより効果的なものにするた
めには，現状や政策効果の実態についての٬
観的な情報に基づくྫྷ੩な分ੳが役立つ。こ
こで，ਅに必要な税੍を設計していくうえで
欠かせないツールとして目されるのが，
E#1M（EWiEeOceô#BTeE 1oMicy MBLiOH）
の考え方である。࣍ষでは，この考え方につ
いて整理することとする。

ᶙ &#1.ʹΑΔޮతɾ
ޮՌతͳ੍ઃܭ（ 2 ）

　h 税ௐ申2023ʱでは，「成長ࢤ向の法人税
改革」に対する٬観的・実証的な検証が必要
であること，ે税特別ા置に対しても，必要
性・有効性があるものに限り，期限を区切る
のが原ଇであり，適切なデータを用いた効果
の検証を౿まえ，不断に見直す必要があるこ
とがड़べられ，E#1M（EWiEeOceô#BTeE 1oMi�
cy MBLiOH）の重要性が定義されている。

ᶙô � ɹ&#1.ͱ
　E#1Mとは，「証拠に基づく政策立案」と

（ 1 ）「̡ 証 1 ô 2 ʳ税੍ௐࠪ会第ೋ回・第ࡾ回総会における税੍のE#1Mに関する主なご意見」第 1 回　税੍の
E#1Mに関する専門家会合（2024年 6 月28日）資料参照
IttQT���XXX.cBo.Ho.KQ�[eiôcIo�coOteOt�6eCQN1LBi2.QEG　ʪ2024年11月17日Ӿཡʫ

（ 2 ）本節の議は，ALBi（2024）をベースとしている。
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も༁され，より効率的・効果的な੍度設計に
向けたΨバナンス構として政府がண目する
シ ス テ ム で あ る。E#1M（EWiEeOceô#BTeE 
1oMicy NBLiOH）とは，࣍の 3 点を明確化す
る取り組みである（ 3 ）。
1 ）政策目的
2 ）効果的な行政手段
3 ）そのロジックと，エビデンス
　まず，政策の目的が明確化されている必要
がある。࣍に，その目的を最も効率的に達成
できる行政手段，すなわち，効果を発揮する
行政手段を決めることになる。そのためには，
その説明としてのロジックモデル（インプッ
ト（入資源），アクティビティ（活動），ア
ウトプット（活動による産出物），アウトカ
ム（政策効果）の間における理的関係を؆
ܿに表現する説明ਤ）と，データからなるエ
ビデンスを示すことがٻめられる。この一連
の取り組みがE#1Mとなる。この取り組みは，
政策におけるಁ明性と説明責任を向上させる
取り組みでもある。

ᶙô � ɹ�1%$"αΠΫϧに͓͚る&#1.のҐ
ஔ͚ͮ

　1DCAサイクルとは，政府の各事業に対し
て，1MBO（計画）・Do（実行）・CIecL（評価）・
ActioO（改ળ）を 1 つのサイクルとし，その
サイクルを繰り返すことによって，その政策
の中身をより効率的・効果的なものに改ળし
ていく手法のことである。1DCAの各ステー
ジでの内容は以下のようにまとめられる。

1 ）1MBOɿ計画
　1DCAの1（1MBO）とは，政策の目的を明
確化する段֊である。直面する社会課題に対
して，政策によって，その課題をどのように

解決するのかについての計画を考える段֊で
ある。
2 ）Doɿ実行
　1DCAのD（Do）とは，1の段֊で立てた
計画を実行する段֊のことである。計画が実
行可能な形でできていることがٻめられる。
3 ）CIecLɿ評価
　1DCAのC（CIecL）とは，1の段֊で立て
た計画が実行された結果，想定通りの結果が
得られたのかどうかを確認し，評価する段֊
である。評価の結果，想定通りなのか，そう
ではないのかの断が可能となる。
4 ）ActioOɿ改ળ
　1DCAのA（ActioO）とは，評価の結果を
౿まえ，1で立てられた計画を見直し，࣍回
の計画策定に活かす段֊である。新たな計画
策定に向けた改ળの方法が明確になった場合
には，再度1の段֊で，新たな計画策定を行
い，そこから，新たな1DCAサイクルが始ま
ることになる。

　ここで，1DCAにおけるE#1Mの位置づけ
を考える。Cの段֊は，実行した政策によっ
て生み出された効果に対して評価を行う段֊
であるが，この評価は，その政策が目的を最
も効率的に達成できる行政手段であったの
か，そのロジックと，エビデンスを示す取り
組みである。まさに，これは，E#1Mの取り
組みと同じである。すなわち，このCの段֊
を，より意味のあるものにしようという取り
組みがE#1Mなのである。

ᶙô � ɹզが国に͓͚る&#1.のҐஔ͚ͮ
　E#1Mの動きが，日本政府内で初めて明示
されたのは，経済財政ࢾ問会議（2017）「経
済財政運営と改革の基本方針2017」である。

（ 3 ）詳ࡉは，行政改革推進本部事務（2023）ہを参照。
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「データプラットフォームの整備を通じた
E#1Mの推進」が掲げられ，༧ࢉ編成方針と
しては，「経済財政ࢾ問会議においてɺ改革
の進管理ɺ点検ɺ評価を強化しɺ証拠に基
づく政策立案（E#1M）の視点も౿まえɺエ
ビデンスのॆ実をより一層進めɺそれに基づ
く議と検౼を༧ࢉ編成に反өさせる。」と
明هされた。
　経済財政ࢾ問会議（2018，2019）では，「各
府লはɺ全ての歳出分野において行政事業レ
ビューをపఈ的に実施するとともにɺE#1M
を推進しɺ༧ࢉの質の向上と効果検証に取り
組む。」と明هされた。
　経済財政ࢾ問会議（2020）では，「エビデ
ンスにཪけられた効果的な政策やデータ収
集に༧ࢉを優先するなどɺE#1Mの仕組み
と༧ࢉの重点化ɺ複数年にわたる取組の༧
編成との結びきを強化することによりɺࢉ
ϫイズスϖンディングをపఈする。」と明ه
された。
　経済財政ࢾ問会議（2021）では，「E#1M
の推進の観点からɺエビデンスによって効果
がཪけられた政策やエビデンスを構ஙする
ためのデータ収集に༧ࢉを重点化するとと
もにɺ行政機関ٴび民間が保有するデータを
活用しɺ政策効果をデータで検証する仕組み」
を構ஙするとされた。
　経済財政ࢾ問会議（2022）では，「E#1M
の手法の実践に向けɺ行政事業レビューシー
トをॱ࣍見直しɺ༧ࢉ編成プロセスでのプ
ラットフォームとしての活用を進める。ま
たɺ政策立案・実施に入するリソースの確
保に向け政府の評価関連作業の合理化を進め
るとともにɺE#1Mの取組を強化するためɺ
エビデンスによって効果がཪけられた政策
やエビデンスを構ஙするためのデータ収集

に༧ࢉを重点化する。」と明هされた。

ᶙô � ɹຊの&#1.のۙの動͖
　経済財政ࢾ問会議（2024）においては「改
革推進のためのE#1M強化」として，ロジッ
クモデルや,1Iの設定，データ収集，事後的
な検証によるプロセス管理を進めていくこと
が強ௐされている。また，データ連携・分ੳ
のための基盤整備やE#1M人ࡐの育成・交流，
研究機関・大学における政策効果のѲ・分
ੳ手法の知見のੵ・活用を推進すること
も明هされ，E#1Mを，政策の適切な設計に
活かしていく取り組みが進められている。
　このように，ここまで第ᶙষでは，日本の
E#1Mの動きについてड़べてきたが，E#1M
の議は，主に歳出にかかわる政策設計を念
಄に議がੵみ重ねられてきていることがわ
かる（ 4 ）。一方で，税におけるે税特別ા置（
定的な税の減໔政策）は，ӳޠでは，TAX　
EX1E/DIT63Eと༁されることからも，支
出政策とࣅる政策であるため，そのまま，
E#1Mの手法は活用できる。また，税の引き
上げや引き下げの適切な設計の議に向けて
も，E#1Mの手法は有効である。࣍ষでは，
税੍ௐࠪ会で取り組まれたE#1Mについて紹
介する。

ᶚ ����͔Βͷ税੍ௐࠪ会ʹ
ΑΔ&#1.ͷࢼ行

　前ষでड़べたE#1Mの意義を౿まえ，2024
年から新たに発した税੍ௐࠪ会において，
主に法人税੍の評価を対とした「税੍の
E#1Mに関する専門家会合」がセットされる
こととなった。この専門家会合は，法人税に
関するデータの整理や効果検証を目的とする

（ 4 ）その限քと今後への期待については，中ཬ（2024）が興味ਂい。
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ものである。

ᶚô � ɹʮࢤの๏ਓ੫վֵʯにؔ͢る٬
ূݕతͳޮՌ؍

　「税੍のE#1Mに関する専門家会合」にお
いては，2015年度から行われた「法人実効税
率の引下げ」と「課税ベース֦大」の政策の
効果検証を行うとしている。なお，その際の
評価の視点として，「第 1 回　税੍のE#1M
に関する専門家会合」（2024年 6 月28日）では，
以下の 6 つの視点が提示された（ 5 ）。
　まず，以下の（1）から（3）の 3 点は，企業実
態や国内外の状況変化などについて改革の結
果をௐࠪし，改革が改革当初に期待された成
果につながっているのかどうかという，法人
税改革の評価の振り返りとして，٬観的な検
証を目指すものである。

（1）法人税収の推Ҡ　
　「成長ࢤ向の法人税改革」により，税率の
引き下げと課税ベースの֦大が行われたが，
その結果，法人税の税収はどうなっているの
かを検証するものである。税収は様々な要ૉ
で変動するため，同時期に生じている他の要
Ҽを取りআき，税改革の効果を見ۃめること
が重要となる。

（2）法人税率と企業の資行動，上げイン
センティブとの関係

　法人税率の引き下げは，「利益を上げてい
る企業の再資༨力を増大させɺ収益力֦大
に向けた前向きな資やɺ継続的・ੵۃ的な
上げが可能な体質への転をଅす」という
成果を期待して行われたものであるため，国
内資や継続的・ੵۃ的な上げが生じてい
るのかを検証することになる。企業体質の転
。をଅしたのかの検証もポイントとなる

（3）法人税率と立地競争力との関係
　「成長ࢤ向の法人税改革」は，「զが国の立
地競争力や企業の国際競争力の強化」という
成果を期待して行われたものであるため，そ
の後，どのような産業が国内で活動し，また
育成され，どのような産業を海外から呼び込
めたのか（対日直接資の増加）を検証する
ことになる。海外でՔぐ体質の転をଅせた
のかの検証もポイントとなる。
　また，以下の（4）から（6）の 3 点は，今後の
法人税改革も見ਾえた，法人税੍の੍度設計
の前提となる実態のѲに関する٬観的な検
証を目指すものである。

（4）法人税と生産性，経済成長
　第ᶗষでड़べたように，一般的に，税率と
税収の関係が山型になると思われる。税率が
山の点よりもӈ側に位置している場合に
は，税率を引き下げれば，税収が増えること
になる。今後の法人税改革も౿まえ，現在の
法人税がどのような立ち位置にあるのかを見
めることは価値がある。ただし，経済状況ۃ
によって，その山の形も変わることも起こり
うるため，様々な側面からの検証がٻめられ
る。

（5）法人税の実質負担
　実際，法人に影響を与える税੍は，ે税特
別ા置も含めたものである。それらも考慮し
たਅに影響を与える税の負担をѲすること
が，今後の法人税改革に向け，海外との立地
競争力の議をするうえで有益である。

（6）大企業，中ݎ企業
　税法上，大企業，中ݎ企業，中小企業とい
う区分が，資本金や従業員数をベースに設け
られているが，このഎ後にあるެ平性の考え
方とともに，ਅに，資本金や従業員数が，そ

（ 5 ）「̡ 証 1 ʵ 3 ʳ今後の検౼の視点について」第 1 回　税੍のE#1Mに関する専門家会合（2024年 6 月28日）
資料参照
IttQT���XXX.cBo.Ho.KQ�[eiôcIo�coOteOt�6eCQN1LBi3.QEGʪ2024年11月17日Ӿཡʫ
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の区分基準として，説得力のあるものである
のかの検証も必要である。

ᶚô � ɹ�ʮે੫ಛผાஔʯにؔ͢る؍٬తͳޮ
Ռূݕ

　ે税特別ા置に関する٬観的な効果検
証（ 6 ）では，ે税特別ા置がྟ時的なે税の
特別な減税ા置であり，ターήットをߜって
行われるા置であるため，そのロジックモデ
ルの設定，期限を区切った効果検証は，通ৗ
の法人税੍の効果以上に，ಁ明性ある形でな
されなければならないという位置づけを念಄
に，以下の 3 つを検౼対とすることとされ
た（ 7 ）。

（1）上げଅ進税੍
　その名の通り，上げをଅ進させるための
減税ા置である。上げは国民所得を増やす
というメリットがある一方で，企業活動の活
性化をଅすものではないため，減収となる。
この減収のコストを上回るだけの上げメ
リットが期待されなければならない。例えば，
特別な減税ા置がなくても企業が合理的な経
営断として上げを行うのであれば，上
げଅ進税੍は新たな効果を生み出さず，税収
減という財政コストが増えるだけとなる。実
際に，減税ા置により，どの程度の上げ効

果があったのかを検証する。
（2）研究開発税੍
　研究開発税੍は，研究をଅ進させるための
税੍である。減税規模は，7,000ԯԁを超える。
研究開発には，その便益が他企業にも広くٴ
Ϳというスピルオーバー（正の外部性）があ
ると言われており，そのため，減税や補助金
により研究開発を財政支援することが正当化
される。この減税ા置によって，企業にとっ
ての開発リスクが減り，研究が加速し，広く
広がることを通じて企業・社会活動の活性化
につながる。品開発が成功し，社会ニーズ
に合った品が生み出されれば，企業収益の
向上を通じて税収ݙߩする。したがって，減
税ા置により，その減収コストを上回る増収
が得られる可能性はある。しかしながら，す
べての活動のリスクを軽減するだけの減税ા
置を行える財政的༨༟はない。すなわち，減
税ા置を適Ԡする研究開発の優先ॱ位づけ，
取ࣺ選択がカギとなる。この選択が適切に行
われているのかを検証することとなる。

（3）その他のે税特別ા置と優先ॱ位
　多くのે税特別ા置には期限があり，その
前年度までに，そのા置の検証を行うことが
必要である。また，減収のコストという意味
では，減税規模が大きいものや，減税による

（ 6 ）ે税特別ા置に関しては，ે 特ಁ明化法が2010年 3 月に成立している。この法は，「ે税特別ા置に関しɺ
適用の実態をѲするためのௐࠪٴびその結果の国会への報ࠂのા置を定めることによりɺ適用の状況の
ಁ明化をਤるとともにɺ適ٓɺ適切な見直しを推進しɺもって国民がೲ得できるެ平でಁ明性の高い税੍の
確立に寄与することを目的」（法第 1 ）としており，「ે税特別ા置の適用実態ௐࠪの結果に関する報ࠂॻ」
がެ表されている。また，総務লにおいて，「ે税特別ા置に係る政策評価の点検結果」を毎年ެ表している。
しかし，その実態を౿まえてのさらなる政策効果検証が十分に行われているとは言えない。E#1Mにより，
さらなるデータ整備による実態Ѳと政策評価に向けた検証が進むことを期待したい。ಁ明化法の詳ࡉと評
価については，田中（2017）を参照。
ે税特別ા置の適用実態ௐࠪの結果に関する報ࠂॻ
IttQT���XXX.NoG.Ho.KQ�tBY@QoMicy�SeGeSeOce�TtN@SeQoSt�iOEeY.ItN
ે税特別ા置に係る政策評価の点検結果（令和 6 年度）
IttQT���XXX.ToVNV.Ho.KQ�NeOV@OeXT�TôOeXT�IyoVLB@241122000177979.ItNM

（ 7 ）前掲（ 5 ）
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効果がしいもの，減税による効果検証（デー
タ整備を含む。）に時間がかかるものなど，
戦略的に優先ॱ位をつけて検証を進めていく
必要がある。

ᶚô � ɹ&#1.Λ༻͍ͨ๏ਓ੫੍のޮՌূݕ
　2024年11月19日に，税੍ௐࠪ会に設置され
た「税੍のE#1Mに関する専門家会合」の第
2 回会合が開催された。E#1Mに向けたࢼ行
として，「成長ࢤ向の法人税改革」を含むۙ
年の法人税改革と，「ે税特別ા置」として
の中小企業税੍の効果について，データに基
づき，検証作業がなされた。ࢴ面の੍約上，
以下では，「ۙ年の法人税改革」に関する検
証のポイントを，まとめることにする（ 8 ）。
　「税੍のE#1Mに関する専門家会合」で提
示された資料では，ۙ年の法人税改革が目
した，設備資や上げについて，事実の確
認を行っている。
　まず，設備資に関しては，海外の設備
資，M�Aが大きく増加している一方，国内
の設備資の৳びは大きくないこと，資本金
別の設備資を見ても，資の増加を期ڃ֊
待された大企業の動きがಷいという事実が示
されている。
金にۉに，金の変化に関しては，平࣍　
ついて国際比較をしたところ，ॾ外国では৳
びが見えるのに対し，日本では，金の৳び
がಷいこと，事業所の規模別に見ると，大き
な事業所において上げの৳びがಷいという
事実が示されている。࿑働分配率の推Ҡも，
大企業において，減少向であるという事実
が示されている。
　これらの結果については，データの特性や，
税が与えた効果をどのように見いだすのかと

いう視点も加え，今後，多面的なデータ・手
法を用いて検証を進めていく必要がある。
　その後，法人税の特徴について，先行研究
のレビューが行われ， 4 つの点が紹介されて
いる。第一に，資減税（税ֹ߇আ）の政策
と法人税率引き下げの政策を比較すると，
資減税の政策のほうが，新たな設備資の増
加に寄与している点，第ೋに，法人税率が成
長率にٴ΅す影響に関する42の学術จを整
理してみると，出൛バイアスを考慮すると，
法人税率が経済成長率に影響をٴ΅している
というエビデンスは得られない点，第ࡾに，
2009年以߱，リーマンショック以߱は法人税
率が資に与える影響がஶしく低下し，大き
な効果があるとは言えない点，第࢛に，受入
国の税੍は海外からの直接資の流入に大き
く影響するという議は，ඇ0ECDॾ国に限
られるものであり，0ECD加ໍ国については
見いだせない点である。
　これらの先行研究の結果を౿まえ，新たに，
E#1Mによる税੍設計に向けて，データを用
いて他の要ૉをコントロールした政策効果に
ついての分ੳࢼ案として 2 つの分ੳ結果が示
された。
　第一は，( 7 ॾ国のパネルデータ（2000ʙ
2023年）を用いて，設備資，金，および
対内直接資の決定要Ҽを，回帰分ੳにより
明らかにしたものである。分ੳの結果，設備
資，金および対内直接資のいずれにつ
いても，「法定税率」の有意な効果を見いだ
せなかった。
　第ೋは，日本のマクロの時系ྻデータ（1981
ʙ2023年）を用いて，設備資および金の
決定要Ҽを，回帰分ੳにより明らかにしたも
のである。分ੳの結果，設備資および金

（ 8 ）「̡ 証 2 ô 1 ʳۙ年の法人税改革の振り返り」第 2 回　税੍のE#1Mに関する専門家会合（2024年11月19日）
資料
IttQT���XXX.cBo.Ho.KQ�[ei�cIo�coOteOt�6eCQN2LBi1.QEGʪ2024年11月17日Ӿཡʫ
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のいずれについても，「法定税率」の有意な
効果を見いだせなかった。この結果は，サン
プルの対期間を変えた場合や，大企業・中
小企業にサンプルを分けた場合も，ؤ健であ
る。
　今回のࢼ行分ੳは，E#1Mに向けた第一า
である。今後，より多面的な分ੳが行われ，
E#1Mの本質である，エビデンスに基づく੍
度設計の議が進み，ਅに価値のある税੍が
構ஙされていくことが期待される（ 9 ）。

ᶛ &#1.ΛΑΓదͳ法人
税੍ͷઃ͔ͨ͢׆ʹܭΊʹ

　E#1Mに関しては，歳出面での活用が進ん
でいるが，法人税੍の設計に向けたE#1Mの
活用は，まさに，そのࢼ行が始まったばかり
である。以下では，最後に，適切な法人税੍
の設計に向けて，E#1Mをどのように活用し
ていくのかについてまとめることにする。
　E#1Mをより適切な税੍設計につなげるた
めに，歳出面でのE#1Mの活用と同様，以下
のポイントが重要であろう。
1 ɽデータ
　的確な政策効果をѲするためには，マク
ロおよびマイクロレベルのデータの構ங・整
理が不可欠である。

2 ɽ分ੳリソース
　分ੳを行うためには，E#1M分ੳのための
人ࡐの確保・育成が必要である。また，その
ためには資金の確保も重要である。さらに，
担当部ہ外のリソースの活用として，研究機
関・大学との交流，および研究機関・大学に
おける政策効果Ѳの取り組み・分ੳ手法
の知見ੵをଅし，活用していくことも有効
である。
3 ɽロジックモデルの構ஙと,1Iの設定
　すべての税੍設計およびે税特別ા置にお
けるロジックモデルの構ஙと,1Iの設定によ
る٬観性評価がٻめられる。
4 ɽ理解のৢ成とプロセス管理
　E#1M結果を੍度設計（税੍・ે税特別ા
置の改廃）に活かすことへの੍度設計現場お
よび政治の場での理解のৢ成と，そのための
プロセス管理が重要である。
5 ɽE#1Mの価値のѲ
　最ऴ的に，E#1Mが定ணし活用されるよう
になるためには，E#1Mを用いて設計された
税੍が，社会的価値を向上させていることを
Ѳすることが大事である。

　今後のE#1Mの活用により，適切な法人税
੍の設計が進むことに期待したい。

（ 9 ）「税੍のE#1Mに関する専門家会合」でのE#1Mの議を経て，2024年12月20日にまとめられた「令和 7 年
度与ౘ税੍改正大ߝ」では，「これまで現༬金を大きくੵみ上げてきた大企業を中心に企業が国内資や上
げに機動的に取り組むようɺ減税ા置の実効性を高める観点からもɺレベニュー・ニュートラルの観点からもɺ
法人税率を引き上げつつターήットをߜった政策対Ԡを実施するなどɺメリハリのある法人税体系を構ஙし
ていく。」と明هされた。「ે税特別ા置」としての中小企業税੍においても，「ۃめて所得が高い中小企業
については一定の見直しを行うとともにɺリーマン・ショックの際の経済対策として時限的に設けられた特
例税率の経緯を౿まえɺ࣍の適用期限の౸来時に改めて検౼する。」と明هされた。
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ʤߟࢀจݙʥ
・ALBi, /.（2024）ʠEWiEeOceôCBTeE QoMicy NBLiOH iO +BQBOʟT 

QVCMic eYQeOEitVSeɿcoNQBtiCiMity oG GiTcBM IeBMtI BOE iO�
WeTtiOH GoS tIe GVtVSeʡ, ATiB 1Bcipc #VTiOeTT 3eWieX , 7oM�
VNe 30, 2024 ô ITTVe 3 ɿʠ3eGoSNiOH +BQBOeTe CBQitBMiTN.ʡ
(VeTt EEitoSTɿD. HVHI 8IittBLeS BOE :oTIiGVNi /BLBtB 
1BHeT 514ô527
IttQT���XXX.tBOEGoOMiOe.coN�Eoi�GVMM�10.1080�13602381.202
4.2320543

・田中ल明（2017）「ે特ಁ明化法の意義と限քᴷે税特別
ા置のಁ明性はどこまで高まったのかᴷ」会計検ࠪ研究
/o.55（2017.3）Q57ô78
IttQT���XXX.KCBVEit.Ho.KQ�LoSyV�TtVEy�NBH�QEG�K55E05.
QEG

・中ཬಁ（2024）　「政府支出の効率化はなぜ進まないのかᴷ
E#1Mをめぐる「政策評価」」ᴷ上ஐ大学ディスカッション
ϖーパーシリーズ　E3SS +24ô 1
IttQT���Ge.ToQIiB.Bc.KQ�XQ�XQôcoOteOt�VQMoBET�2024�10�
D1/o.+24ô 1 .QEG

ʤࢿߟࢀྉʥ
・国立国会ਤॻؗ（2020）h E#1M（証拠に基づく政策形成）

の取組と課題ʱ総合ௐࠪ報ࠂॻ　2020年 3 月26日
IttQT���XXX.OEM.Ho.KQ�KQ�Eiet�QVCMicBtioO�EocVNeOt�2020�
iOEeY.ItNM�SN1230577

・行政改革推進本部事務（2023）ہ「E#1MΨイドブック7eS 
1.2」内ֳ官行政改革推進本部事務ہ（令和 5 年 4 月 3 日
作成・ެ表）
IttQT���XXX.HyoVLBLV.Ho.KQ�eCQN�TIieO�iOEeY.ItNM

・経済財政ࢾ問会議（各年度൛）「経済財政運営と改革の基本
方針（各年度൛）」内ֳ府
IttQT���XXX5.cBo.Ho.KQ�Lei[BiôTIiNoO�LBiHi�cBCiOet�IoO�
eCVto�IoOeCVtoôiOEeY.ItNM

・税੍ௐࠪ会（2023）「わが国税੍の現状と課題ᴷ令和時代の
構変化と税੍のあり方ᴷ」税੍ௐࠪ会　令和 5 年 6 月30日　
内ֳ府
IttQT���XXX.cBo.Ho.KQ�[eiôcIo�coOteOt�5[eO27LBi 1 @toTIi�
OBOO.QEG

�　　　　�　　　　�
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ᶘ ຊਃͷ֓؍

　本申は，「 1 ɽۙ年の経済社会の構変
化を౿まえたೲ税環境の整備の意義」，「 2 ɽ
税務手続のデジタル化の推進とهாਫ準の向
上」，「 3 ɽ地方税務手続のデジタル化の推
進.」，「 4 ɽ資料情報を活用した適正な申ࠂ・
ೲ税の実現」，および，「 5 ɽ税に対するެ平
感を大きく損なうような行ҝへの対Ԡ」の 5
つの節から成り， 1 ɽ， 2 ɽ， 5 ɽは，それぞ
れさらに 3 つの߲目に分かれている。その内
容を以下で֓観しよう。

� ɽۙのࣾࡁܦ会のߏมԽΛ౿·͑ͨೲ
੫ڥのඋのҙٛ

　第 1 節は，「申ࠂೲ税੍度を支える基本的
な仕組み」，「ۙ年の経済社会の構変化」，
および，「ೲ税環境の整備の意義」の 3 つの
߲目から成り，第 2 節以下に対して総的な
地位をめている。最初の「申ࠂೲ税੍度を

ᶗ ͡Ίʹ

　本ߘは「税੍ௐࠪ会　わが国税੍の現状と
課題ᴷ令和時代の構変化と税੍のあり方ᴷ

（令和 5 年 6 月）」（以下，「中期申」という）
の第 2 部ᶜ「ೲ税環境の整備」（以下，「本
申」という）の内容を֓観し，若ׯのコメン
トをすことを目的とする。
　ච者は，中ཬ実会長の下での前体੍の税੍
ௐࠪ会において，「ೲ税環境整備に関する専
門家会合」（ 1 ）に外部有識者として参加したた
め，本申についてまったくの外部者とは言
えないかも知れないが，以下では，研究者と
して本申をڏ心ୱջにಡんだときに，どの
ような点があるかについて，ड़べることと
したい（ 2 ）。

特集 4ʮೲ੫ڥͷඋʯʹ͍ͭͯ
तڭጯٛक़େֶܚ◉ӳ໌౻ࠤ

（ 1 ）この専門家会合は，第 3 回総会（令和 2 年10月22日開催）において設置が決定され，第22回総会（令和 4
年11月 8 日改正）において࠲長のԬ村生京都大学教तから，議の報ࠂが行なわれた。

（ 2 ）なお，ච者は，令和 5 年10月ʙ 11月に開催された「ೲ税環境整備に関する研究会」のメンバーでもあり，
また，税੍ௐࠪ会の現体੍においても「経済社会のデジタル化への対Ԡとೲ税環境整備に関する専門家会合」
に特別委員として加わっている。
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手続のデジタル化の推進が必要であること
と，S/Sを通じた反税情報の֦散などに対し
て，実なೲ税者のެ平感を損なわない対Ԡ
が必要であることが指ఠされる。
　第 2 節の最後の߲目である「ೲ税環境整備
の意義」においては，ೲ税環境の整備が，税
負担のެ平性の確保を通じて，税੍や税務行
政に対する国民の信頼をより強ݻなものとす
ることが指ఠされるのみならず，税務手続の
デジタル化が，コンプライアンス負担の最小
化，ひいては社会全体のコスト削減にもつな
がることや，経営力の強化やバックオフィス
の生産性の向上，税務行政にとどまらない
プラスの効果を有することが強ௐされる。
　興味ਂいことに，この後なおॻきで，ે税
務者であ࠴者である国よりもݖ࠴，にはݖ࠴
るೲ税者の方がݖ࠴発生の基ૅとなる所得
に関する十分な情報を持っているという意味
で，一般のݖ࠴とは異なる情報のඇ対性と
いう特घ性があり（ 3 ），ೲ税環境整備はે税
のこの性格を౿まえて進められるべきこݖ࠴
とが指ఠされている。この点については，後
に若ׯのコメントを加える。
　最後に今後のೲ税環境整備により，ೲ税者
の利便性と申ࠂ内容の適正性を同時に向上さ
せることが重要であり，また，資料情報の一
層の活用と「税に対するެ平感を大きく損な
うような行ҝ」（以下，「ެ平感ᆝ損行ҝ」と
いう）へのݫ正な対処が必要であることが指
ఠされる。
　以上に見てきたとおり，本申の総にあ
たる本節からは，デジタル化を通じたೲ税者
の利便性確保と申ࠂ内容の適正さの向上，お

支える基本的な仕組み」の߲目は，ೲ税環境
整備をじるためのংで，ೲ税者のهா・
保存義務，法定ௐॻの提出をٻめる資料情報
੍度，課税ிの質問検ࠪݖ，および，ෟଳ税
やേଇの੍度があることが؆ܿに指ఠされて
いる。
　目すべきは，マイナンバー੍度が，適正・
ެ平な課税・徴収の実現と，マイナポータル
連携によるೲ税者の利便性向上の྆面に資す
ることが特هされている点であろう。
　第 2 節では，ೲ税環境整備について改めて
じる必要性を基ૅけている「ۙ年の経済
社会の構変化」についてड़べられている。
すなわち，この߲目では，ೲ税環境整備を
じるഎܠとして，経済社会のデジタル化とグ
ローバル化の進展にう，経済取引と働き方
の多様化が指ఠされる。そして，これらの事
から生じる結果として，現地に物理的な拠
点を持たない越境取引増大の見込み，シェア
リングエコノϛーやギグエコノϛーの進展，
および，҉߸資産取引の新たな所得Ք得手
段の開発によって，確定申ࠂが必要なೲ税者
数の増大が見込まれる反面，従来の資料情報
や質問検ࠪݖによる所得の適切なѲが困
難になっていくとされる。そしてこの指ఠか
ら得られる総的な結は，࣍のようにޠら
れる。
　「多様なೲ税者を念಄に申ࠂの利便性を向
上させるとともにɺ関係事業者の負担に配意
しつつɺ取引の実態の適切なѲが可能とな
る仕組みを構ஙしていく必要があります。」

（243ท，下ઢは佐౻）
　その後，ೲ税者の利便性向上のために税務

（ 3 ）この特घ性の点は，例（最ত和39年10月22日民集18ר 8 ߸1762ท）が所得税における申ࠂೲ税੍度の
झࢫとして説く，「所得税の課税標準の決定については最もその間の事情に通じているೲ税義務者自身の申
的速かに確定せしむべき国家財政上の要にԠずるものٴ務を可࠴に基づくものʜʜとすることがɺે税ࠂ
であʤるʥ」との点にも通じるものがある。ච者も，この性格を指ఠし，ે税ݖ࠴を「管理ີ度が小さい」と
評したことがある。佐౻ӳ明ʰ税と੍ࡋʤ増補൛ʥɦ（߂จಊ・2018年）292ทʤ初出，1989年ʥ参照。
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よび，ެ平感ᆝ損行ҝへのݫ正な対処が，本
申において， 2 本のபとされることがಡみ
取れよう。

� ɽ੫खଓのデδタϧԽのਪਐͱهாਫ४
の্

　第 2 節の؟目は，税務手続のデジタル化を
通じて「ೲ税者の利便性向上をਤりɺ社会全
体のコスト削減や事業者の生産性の向上と
いったԸܙをೲ税者・税務当ہ方が最大限
受できるようにする」（246ท）との点にあڗ
る。
　本節も第 1 節同様， 3 つの߲目から成ると
ころ，それらは税務行政のデジタル化を，ೲ
税者保有情報，ೲ税者と税務当ہ間の手続，
税務行政の 3 つの側面からそれぞれ取り扱う
ものと整理できる。
　ೲ税者保有情報のデジタル化については，
現時点で小規模事業者の約半数が取引の集計
やهாが手ॻきで行なわれているなど，一層
のデジタル化推進の必要性と，そのためのા
置として，੨৭申੍ࠂ度の見直しや優良な電
子ாの普ٴ・一般化のためのા置などにつ
いての検౼の必要性が指ఠされる。
　ೲ税者と税務当ہ間の手続のデジタル化に
ついては，eôTBYやキャッシュレスೲの推
進，利便性向上に取り込むこと，また，マイ
ナポータル連携を進めること，法定ௐॻの電
子化を進めることなどの必要性が説かれ，結
として，「将来的にはɺ申ࠂに必要なデー
タを自動的に取り込むことでɺ数回のクリッ
ク・タップで申ࠂが完ྃする仕組みを実現す
べきである」（250ท）と，日本൛ه入済申ࠂ
ॻへのر望がޠられる。
　最後に，税務行政におけるデジタル化につ
いては，AIの活用などにより効率的・効果
的な課税・徴収を実施することが例として示
され，インフラ面の整備，デジタルリテラシー
の高い৬員の採用・育成の必要性が指ఠされ

るとともに，「デジタルに不慣れなೲ税者」
（251ท）を含めた，แઁ的な税務行政の運営
が重要だとड़べられ，ೲ税者保有情報や税務
手続のデジタル化の推進のӄでそれらに取り
残されるೲ税者を，税務行政においてٟい上
げる方向性が示されている。

� ɽํ੫खଓのデδタϧԽのਪਐ
　本節においては，地方税共同機構が運用す
るe-TAXの整備により，申ࠂ・申手続や
地方税共通ೲ税システムのՔ働，地方税統一
23コードを活用したೲなど，地方税分野
での手続のデジタル化の現状が示された後，
今後はすべての申ࠂ・申・ೲ手続につい
てॱ࣍e-TAXへの対Ԡをすること，また，
国と地方との情報連携をਂめていく必要があ
ることが指ఠされる。
　本節における課題への言ٴとしては，地方
ެ共団体における税務システムが団体ごとに
バラバラでクラウド利用がԁに進まないこ
とが課題であり，その解決のためには，各
団体が標準準拠システムへのҠ行をԁに進
めていく必要がある，との最ऴ段མの指ఠは
重たく感じられる。
　他方，地方税の場合，e-TAXやクラウド
を用いたシステムの全国的な統一は，それぞ
れの地方ެ共団体が抱える団体ごとの個別事
情への対Ԡをどうするかとの問題を，各団体
にಥきつけることになる。各団体が個別のシ
ステムを発達させてきたഎܠには，そのよう
な個別事情への対処という面もあったと考え
られるからである。「ҡ持管理に係る人的・
財政的負担の軽減をਤる」（253ท）ことの
重要性は言うまでもないが，その反面におけ
る上هの事情について，本節において言ٴが
なかったことが੯しまれよう。
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� ɽࢿྉใΛ׆༻ͨ͠దਖ਼ͳਃࠂɾೲ੫の
ݱ࣮

　第 4 節で取り上げる「資料情報」の重要性
は，「より適切な所得のѲに資する観点」

（254ท）にٻめられ，本節は，まず，これま
での੍度の整備・֦ ॆがهड़される。そして，
今後の課題として，「今後ɺ҉߸資産取引や
プラットフォームを介した取引に係る法定ௐ
ॻや報ࠂのあり方について検౼していく必要
があると考えられます」（254ท）との指ఠが
なされる。この指ఠと，税務情報のデジタル
化との関係については，後に若ׯのコメント
を加える。
　第 4 節の後半では，プラットフォーム事業
者の報ࠂ義務に関する，0ECDે税委員会の
モデルルールなどが紹介されている。

� ɽ੫にର͢るެฏײΛେ͖͘ଛͳ͏Α͏ͳ
ҝのରԠߦ

　本節の最初の߲目である「適正な申ࠂや税
務当ہに対する適切な情報提供の確保」の
಄において，ۙ年の「ೲ税者を取りרく経
済社会の構変化」にい，ެ平感ᆝ損行ҝ
がݦ在化していることがड़べられる。この「構
変化」は， �ɽで前ड़した，経済社会のデ
ジタル化とグローバル化がもたらす変化を指
すものであろう。
　そして，今後の課題として，具体的なެ平
感ᆝ損行ҝの事例が 3 ݅紹介され，現行੍度
でそれらの事例に対処することがいかに困難
であるかが詳ड़される。具体的には，強ݻな
質問検ࠪڋ൱に対Ԡする੍度が欠けているこ
と，ೲ税者本人に対して現行の加ࢉ税੍度が
カバーする範囲に不があること，ೲ税者本
人以外の第ࡾ者が課税ಀれに加担した場合に
は加ࢉ税では対Ԡできないことなどが指ఠさ
れ，加ࢉ税੍度を֦ॆするとともに，加ࢉ税
੍度で対Ԡできないඇҧ行ҝに対する「新た
な行政上のા置」（258ท）を検౼すること

の必要性が示される。
　 2 つ目の߲目である「国内外における課税
ಀれへの対Ԡ」においては，C3Sの開始など，
課税当ہが課税ಀれに対Ԡするための強力な
ા置が動き始めた反面，国外においては執行
管の੍約があるため，約にもとづく情報
交の手段をߨじても，税務当ہが実態
Ѳを十分に行ない得ない状況が生じているこ
となどが指ఠされ，課税処分のための情報収
集に取り組む必要性が指ఠされるとともに，
徴収共助ネットϫークの֦ॆの必要性が説か
れる。
　また，適法であってもڐされるべきではな
いે税回避スキームについて，税務当ہが的
確にѲできるような仕組みの必要性が強ௐ
されている。
　最後の「税務当ہの執行体੍の整備」にお
いては，情報収集，ௐࠪ体੍の整備，および，
৬員の専門性の向上の取り組みの一層の推
進の必要性が指ఠされている。
　総じて，第 5 節では，問題の指ఠが具体的
である反面，それらへの対処方法については
具体性を欠くきらいがある。この点について
も，後にコメントを加えたい。

ᶙ एׯͷコϝンτ

　以下では，ࢴ෯の੍限の関係で，地方税に
関する上هの �ɽをআいた，国税に関する本
申の内容について，若ׯのコメントをࢼみ
る。

� ɽຊਃのҐஔ͚ͱࣹఔൣғ
　中期申は，「第 1 部 基本的考え方と経済
社会の構変化」と「第 2 部 個別税目の現
状と課題」とから成り，本申は，第 2 部の
第 6 ষにあたる。この位置けには，当初，
ҧ和感を֮えた。本申の最初の߲目が，「申
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ೲ税੍度を支える基本的な仕組み」であるࠂ
ことからも分かるように，本申は，「個別
税目」として位置けられるものではなく，
むしろ原ଇとして申ࠂೲ税方式を採用してい
る国税全般に関わる事߲を取り扱うべきもの
である。その意味では，「第 3 部」として位
置けられてもよいはずであり，分量が少な
いことのނをもって，便ٓ上，あえて部を分
けなかったのではないか，と推測される༨地
すらありえよう。
　しかし，本申の具体的な内容を見ると，
中期申における本申の位置けは，必ず
しも不自વなものではない。なぜならば，本
申においては，総部分では申ࠂೲ税੍度
全般について֓観しつつ，すでに内容を紹介
したところから明らかなように，デジタル化，
資料情報の活用，および，課税ಀれに関する
対処のいずれにおいても，その主要な関心は，
所得課税，すなわち，所得税と法人税とに向
けられており，とりわけ૬続税・ଃ与税に関
する具体的なهड़はないにしい。ফඅ税で
すら，不正受ؐに対Ԡした立法について৮
れられているのみである。もちろん，本申
の作成にあたり，૬続税・ଃ与税やফඅ税に
ついて何らの関心も向けられていなかったと
いうことはありえないと思われるが，本申
の主要な関心が所得税と法人税にあることは
ٙいないと言いうる。したがって，やはり本
申は，所得課税に関するೲ税環境整備につ
いてޠるという意味で，「個別税目」に関わ
るهड़であると理解することができよう。
　ちなみに，૬続税・ଃ与税についての「適
正・ެ 平な課税の実現」の߲目には，「૬続税・
ଃ与税についてɺ適正かつެ平な課税を行っ
ていく上ではɺ財産の価値を適正に評価する
ことが重要です。ે税回避が行われていない

かɺ資産の選択をめていないかɺといった
観点も含めɺ財産の評価方法についてɺ不断
に点検することが必要です。」（138ท）とされ，

「国外財産に係る課税関係」（135ท）の߲目
でも国外財産についてのೲ税義務の֦大が৮
れられるのみである。本申にも国外財産ௐ
ॻ੍度と財産࠴務ௐॻ੍度（254ท）や「富
༟層や多国੶企業による海外への資産隠
し」（259ท）への言ٴはあるものの，中期
申全体を通じて，૬続税・ଃ与税に関するೲ
税環境整備についての関心は，あまり大きく
ないと評価することがڐされよう。

� ɽ੫ใのデδタϧԽのؔ心
　さて，それでは，本申の 2 本பの 1 つで
ある，税務行政をめぐるデジタル化に目を向
けよう。この点に関する本申の態度の特徴
は，税務行政をめぐるデジタル化が，税務行
政の効率化に資するのみならず，ೲ税者（特
に事業者）の経営の可視化や生産性向上に役
立ち，経済社会全体に大きなプラスの影響を
与える，とするスタンスにある。強ௐのされ
方としては，むしろ，先にೲ税者，社会に与
えるプラスがあり，その先に税務行政へのプ
ラスの効果があるとしているようにಡめる。
　この方向性は，言うまでもなく，中期申
とほ΅同時期（令和 5 年 6 月23日）にެ表さ
れた「税務行政のデジタル・トランスフォー
メーションᴷ税務行政の将来૾2023ᴷ」（ 4 ）に
おいて，「事業者のデジタル化ଅ進」が新た
にபに加えられたこととيを一にしている。
そこでは，「h 適正・ެ平な課税・徴収の実現ʱ
に加えʰ社会全体のDX化推進ʱの観点から
も社会にݙߩ」とᨳわれている。
　このスタンスは，本申が٭150（245ท）
で引用する，0ECD「税務行政3.0」（2020） 

（ 4 ）IttQT���XXX.OtB.Ho.KQ�BCoVt�iOtSoEVctioO�toSiLVNi�EiHitBMtSBOTGoSNBtioO2023�iOEeY.ItN 参照。
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で示された，ೲ税者が日ৗ生活や業務で利用
するシステムに課税プロセスが組み込まれる
ことにより，ೲ税が業務とシームレスに統
合されるという税務行政の将来૾が念಄に置
かれているものと言えよう。実際にも，本
申がެ表された後，（ 2 ）で৮れた令和 5
年中の研究会でもデジタル化についての議
が重ねられ，また，現在の税੍ௐࠪ会に置か
れたೲ税環境整備に関する専門家会合の名前
に，「経済社会のデジタル化への対Ԡ」が加
わったように，社会全体のデジタル化を税務
行政が推進する，ないし，支えるという方向
性は，本申後の動きにも຺々と受け継がれ
ている。
　この将来૾には，別ߘで検౼するよう
に（ 5 ），自的なೲ税者૾という観点からい
かに評価すべきかという問題はあるものの，
本申が世ք的なை流を意識して，デジタル
化の推進を企ਤしているものと評価すること
ができる。
　それとともに，税務行政のデジタル化は，
国税ி組織内部での情報技術の高度化はとも
かく，ೲ税者とのインターフェースをデジタ
ル化するためには，ೲ税者側のデジタル化が
不可欠ないし重要であることが明らかである
ため，ೲ税者と課税ிがデジタル化を通じて
8iOô8iOの関係をஙくことが目指されてい
るものと言えよう。

� ɽదਖ਼ɾެฏͳ՝੫ɾऩの֬อの؍
ʢ�ʣʮΦϒϥートにแ·Εͨʯݕ౼のํੑ
　本申においては，経済社会のデジタル化，
または，税務行政手続のデジタル化について
のهड़が詳ࡉである反面，ೲ税環境整備を
じると言えば最初に想起される「適正・ެ平

な課税・徴収の確保」の観点からのهड़が少
ない。さらに，その観点からの検౼の必要性
についての指ఠは，いわば「オブラートにแ
まれた」ような，ೲ税者をできる限りܹし
ないهड़が心がけられているように思われ
る。その一例は，ᶘ �ɽに引用した「取引の
実態の適切なѲが可能となる仕組みを構ங
していく必要」に৮れる際に，下ઢをした
とおり，ೲ税者の利便性への言ٴがあわせて
なされている点である。
　この点は，第 4 節において，資料情報の取
得に関し，法定ௐॻや報ࠂのあり方の検౼の
必要性を指ఠするにあたり，デジタル化がೲ
税者の利便性を向上させる点などに詳ࡉに৮
れられている点とも対Ԡしている。しかし，
このようなスタイルのهड़からは，現在，課
税上どのような問題があり，どのような情報
が必要であるか。また，その情報を取得する
にあたっては関係者にどのような義務を課す
ことが必要なのかなどの，関係する重要な
点をಡみ取ることが困難である。これはච者
が本申について不ຬに感じる点の 1 つであ
る。
　また，検౼の必要性に先行する，新たな「取
引形態はɺ取引ٴび関連する支のデジタル
形式でのه録につながるためɺ本来ɺೲ税者・
税務当ہの方にとってɺಁ明性の向上とコ
ンプライアンスの負担軽減がਤりやすくなる
可能性がある」（254ท，下ઢは佐౻）とのه
ड़も，ྫྷ੩なಡみ解きを要ٻしている。情報
のデジタル化が一方で「ࢴによってそのॻྨ
を保存する場合と比してɺ複・改ざん行
ҝが容қでありɺまたɺそのࠟが残りにく
いという特性」（ 6 ）があると評価されてきたこ
とに৮れることのないこのՕ所のهड़は，最

（ 5 ）佐౻ӳ明「ે税手続におけるೲ税者の地位ᴷ申ࠂೲ税੍度を中心として」ે税法研究53߸掲ࡌ༧定。
（ 6 ）౻࡚直樹ほか「電子ா保存੍度の見直し」大ଂ財務協会編ʰ改正税法のすべてʤ令和 3 年൛ʥɦ（大ଂ

財務協会・2021年）983ท。
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初から最後まで一ؾ通؏でデジタル情報を流
していく方式には，むしろ情報の改ざんの༨
地がなく，税務当ہにとって「そのような

4 4 4 4 4

デ
ジタル化」が望ましい，との含意があるよう
にも思われる。この部分のهड़に続き，「例
えば」と日本൛ه入済申ࠂॻに৮れて，それ
が「適正な申ࠂ・ೲ税の実現に資する」との
ड़が織り込まれている点は，単に，「マイه
ナポータル連携で情報を取り込めば医療අの
計ࢉにޡりはなくなりますね」などの意味に
とどまるのか，それとも，情報をૢ作する༨
地がないから「適正な申ࠂ」となるとಡむべ
きなのか，うところである。
　これらの点につき，たとえはѱいが，本
申は，いアメだが時々ピリッとਏいਏ子
คがࠞざっているようなҹを受ける。たと
え「アメとムチ」と評されようとも，ೲ税者
利便はこの点，必要なા置はこの方向性と
しっかりとॻき分けた方が，国民に現状と課
題をより分かりやすくえられたのではない
かという感は১えない（ 7 ）。第 1 節で指ఠさ
れた，特に所得税の確定申ࠂを必要とするೲ
税者の増大に対Ԡして，ެ平感ᆝ損行ҝとま
では言えないա少申ࠂやແ申ࠂを確実に発見
し，適正な課税を確保するためには，デジタ
ル化の推進によるೲ税者利便性の向上だけで
対Ԡできないことは明らかであり，新たな資
料情報収集の手段の֦ॆ，強化は避けて通れ
ない道と言いうる。本申は，この点にしっ
かりと言ٴすべきであったと考えられる。

ʢ�ʣ�Ճࢉ੫੍のݶքͱʮ৽ͨͳߦ্のા
ஔʯ

　第 5 節（1）においては，すでに紹介したと
おり，加ࢉ税੍度の限քがޠられ，ௐࠪڋ൱
や第ࡾ者の加担に対する実効的なા置の必要
性が指ఠされている。具体的な੍度の姿がޠ
られているわけではないが，検౼の大きな方
向性としては，ච者もこの考え方に賛成であ
る。
　ただし，加ࢉ税੍度の役割をどう理解する
か，という点については，本申にはٙ問点
もないわけではない。たとえば，「申ࠂ時の
Ծ・隠ณや意ਤ的に申ࠂしないことを外部
からもうかがい得る特段の行動を税務当ہが
認定できなければɺ重加ࢉ税の対とならずɺ
通ৗのա少申ࠂ加ࢉ税やແ申ࠂ加ࢉ税の対
となります」（258ท）というهड़は，重加ࢉ
税の対とならないことが，ެ平感をᆝ損し
ているかのようにもಡみうる。この後 �ɽで
もड़べるが，ެ平感ᆝ損行ҝに対する一般ೲ
税者の感֮は，まずは「課税されなくてズル
い」であって，課されるϖナルティの内容Ӡ々
ではなかろう。
　別の機会にड़べたとおり（ 8 ），現行の加ࢉ
税੍度は，課税処分の後に，行なわれた行ҝ
のѱ質性の程度にԠじてしっかりと「お仕置
き」をする方向を向いていると，ච者は考え
ている。しかし，本来，加ࢉ税੍度は，その
存在により一定のඇҧ行ҝを੍する（負の
インセンティブを与える）ことが期待される
੍度である。その意味では，本申が「指ఠ
もあります」と言ٴする，現行加ࢉ税੍度が

（ 7 ）ච者も，ೲ税環境整備を「適正・ެ平な課税・徴収の確保の観点」からޠる際には，ೲ税者に義務を課す
ことや新たな੍ࡋા置などが視野に入るため「ギラギラした」内容になりやすく，本申が国民の感情をい
たずらにܹしないهड़，構成とされていることは理解している。その上で，言うべきこと（国民がこれか
ら֮ޛすべきこと）については，明言すべきであったと考えるものである。

（ 8 ）佐౻ӳ明「ે税法上の行政੍ࡋの現状と展望」増井良ܒほか編ʰ市場・国家と法 （ɦ有൹ֳ・2024年）331
ท以下参照。
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複ࡶになりす͗，不正を止する効果が削が
れているとの見方は，重要だと思われる。

� ɽે੫࣮ମ๏にΑるೲ੫ڥඋ
　最後に，ެ平感ᆝ損行ҝへの対Ԡとして，
最も効果的であると考えられる「ે税実体法
によるೲ税環境整備」という考え方に৮れて
おきたい。
�ɽʢ�ʣでೲ税者の感֮として৮れたとこ

ろから考えると，ެ平感ᆝ損行ҝへの対Ԡと
して最も重要であるのは，そのような行ҝ者
に対する課税の確保である。これまでのે税
実体法の課税要݅によっては，ೲ税者のඇ
協力による情報の不などが原Ҽで課税処分
ができないのであれば，一定の場合に課税処
分を可能とするべく，課税要݅などのે税実
体法を整備することが，対Ԡとして最も効果
的であると考えられる。
　この点は，本申が第 1 節の 3 つ目の߲目
で৮れていた，課税関係における情報のඇ対
শ性にࠜざす問題である。ೲ税者が情報を
持っているが，税務当ہがその情報を得られ
ないために課税ができず，結果としてެ平感
ᆝ損行ҝをڐしているのならば，その情報な

しで課税が可能になるように，ે税実体法を
整備するのが有力な選択ࢶとなる。その例は，
令和 2 年改正で行なわれたແ申ࠂの場合の
外අ用の必要経අ・損金不ࢉ入の੍度（所
得税法45 3 ߲，法人税法55 3 ߲）（ 9 ）に見
られる。
　ところが，本申は，この点を，ೲ税者に
おける税務情報のデジタル化とあわせて，「ه
ாਫ準の向上」（247ท）として扱っている。
これはච者には理解に苦しむところである。
外経අを作出する行ҝは，決して「هாਫ
準」の問題ではない。それは税務手続上のඇ
ҧ行ҝであり，ඇҧ行ҝへの対処として，ે
税ݖ࠴の性格とབྷめて議すべき点であ
る。その意味で，この੍度について第 5 節で
৮れてその将来૾をඳくことがなかった点
は，本申に੯しまれる点である。
　ただし，ච者としては，本申がこのよう
な意味での「ે税実体法によるೲ税環境整備」
への途をดざしたとか，それに後ろ向きだな
どと評するべきではなく，この考え方も今後
のೲ税環境整備の選択ࢶの 1 つとして位置
けられていると理解しておきたい。

（ 9 ）令和 4 年改正で行なわれた，源泉徴収所得税の推計による強੍徴収の੍度（所得税法221 2 ߲以下）も同
じ流れである。


